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「障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金について」別紙交付要綱新旧対照表（案）

（新） （旧）

厚生労働省発障第1218002号 厚生労働省発障第1218 0 0 2号
平成19年12月18日 平成19年12月18日

一部改正 厚生労働省発障第0 2 2 9 0 01号 一部改正 厚生労働省発障第〇 2 2 9 0 01号
平成20年 2月29日 平成20年 2月29日

一部改正 厚生労働省発障第1114 0 01号 一部改正 厚生労働省発障第1114〇01号
平成20年11月14日 平成2〇年11月14日

一部改正 厚生労働省発障08 17第4号 一部改正厚生労働省発障〇 817第4号

平成21年8月17日 平成21年8月17日

一部改正 厚生労働省発障〇128第6号 一部改正厚生労働省発障〇128第6号

平成22年1月28日 平成22年1月2 8日

一部改正厚生労働省発障 第※号

平成※年※月 ※ 日

都道府県知事 都道府県知事

各指定都市市長 殿 各指定都市市長 殿

児童相談所設置市市長 児童相談所設置市市長

厚生労働事務次官 厚生労働事務次官

障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金について 障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金について

（略） 標記の国庫負担金の交付については、別紙「障害児施設措置費（給付費等）国庫負

担金交付要綱」（以下「交付要綱」という。）により行うこととされ、平成19年4月

1日から適用することとされたので通知する。

なお、平成19年2月2 3日厚生労働省発障第〇 2 2 3 0 0 4号本職通知「障害児

施設措置費（給付費等）国庫負担金及び知的障害者施設訓練等支援費等国庫負担（補

助）金について」は廃止する。

おって、平成18年度以前に交付された国庫負担（補助）・金の取扱いについては、



別紙

障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金交付要綱

（通則）

1（略）

（交付の目的）

2 （略）

（用語の定義及び解釈）

3 （略）

（1）（略）

(2) '(略)



なお従前の例によるものとする。

別紙

障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金交付要綱

（通則）

1 障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金については、予算の範囲内において交 

付するものとし、児童福祉法（昭和2 2年法律第16 4号）、補助金等に係る予算 

の執行の適正化に関する法律（昭和3 0年法律第17 9号）、補助金等に係る予算 

の執行の適正化に関する法律施行令（昭和3 〇年政令第2 5 5号）' 及び厚生労働省 

所管補助金等交付規則（平成12年專き事令第6号）の規定によるほか、この交付要 

綱の定めるところによる。

（交付の目的）

2 この国庫負担金は、障害児施設における児童等の入所後又は委託後の保護に必要 

な費用の負担及び障害児が障害児施設において受けた施設支援等に要する費用の負 

担を行うことにより障害児の福祉の向上を図ることを目的とする。

（用語の定義及び解釈）

3 この交付要綱において、次に掲げる用語の定義及び解釈は、それぞれ当該各号に 

定めるところによる。

（1） 「障害児施設」とは、児童福祉法第4 2条に規定する知的障害児施設、同法 

第4 3条に規定する知的障害児通園施設、同法第4 3条の2に規定する盲ろ 

うあ児施設、同法第4 3条の3に規定する肢体不自由児施設及び同法第4 3 
条の4に規定する重症心身障害児施設並びに同法第2 7条第2項に規定する 

国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機 

関であって厚生労働大臣が指定するもの（以下「指定医療機関」という。）を 

いう。

（2） 「障害児施設措置費」とは、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市が、 

児童福祉法第2 7条第1項第3号若しくは第2項に規定する措置をとった場 

合における同法第5 〇条第7号及び第7号の2に規定するその児童等の入所 

後又は委託後の保護につき同法第4 5条の最低基準を維持するための費用（



(3)(略)

(4)(略)

(5)(略)

(6)(略)

(7)(略)



指定医療機関については、委託後の治療等に要する費用とする。）をいい、 

次の費目に分けるものとする。

ア事務費

障害児施設を運営するために必要な職員の人件費、その他の事務の執行 

に伴う諸経費をいう。

イ事業費

事務費以外の経費であって、障害児施設に入所している措置児童等（た 

だし、措置停止中のものを除く。）に直接必要な諸経費を総称したものを 

いう。

（3） 「障害児施設の定員」とは、都道府県、指定都市、中核市及び市町村（特別 

区を含み、指定都市及び中核市を除く。以下同じ。）以外（以下「社会福祉 

法人等」とする。）の設置する施設にあっては、都道府県知事、指定都市又 

は児童相談所設置市の市長が認可した定員をいい、都道府県、指定都市、中 

核市及び市町村の設置する施設にあっては、当該地方公共団体が、条例等で 

定めた定員をいう。

（4 ） 「措置児童等」とは、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市が、児童福 

祉法第2 7条第1項第3号若しくは第2項に規定する措置をとった児童及び 

同法31条、同法6 3条の2に規定する在所期間の延長を認めた者並びに同 

法6 3条の3に規定する措置を認めた者をいう。

（5） 「知的障害児施設」にあっては、児童福祉施設最低基準（昭和2 3年厚生省 

令第6 3号）第4 8条第1号に規定する自閉症児施設（以下「自閉症児施設 

」という。）を区別して呼称するものとし、また同第4 8条第2号に規定す 

る第一種自閉症児施設又は同条第3号に規定する第二種自閉症児施設のいず 

れかを指す場合にはそれぞれ「第一種自閉症児施設」又は「第二種自閉症児 

施設」と呼称する。

（6） 「盲ろうあ児施設」にあっては、児童福祉施設最低基準第6 0条第1項に規 

定する盲児施設、同条第2項に規定するろうあ児施設及び同条同項第1号に 

規定する難聴幼児通園施設のいずれかを指す場合には、それぞれ「盲児施設 

」、「ろうあ児施設」及び「難聴幼児通園施設」と呼称する。

（7） 「肢体不自由児施設」には、その入所部及び通園部（昭和3 8年6月11日 

厚生省発児第12 2号通知「し体不自由児施設の通園児童に対する療育にっ 

いて」による通園児童療育部門及び児童福祉施設最低基準第6 8条第2号に 

規定する肢体不自由児通園施設をいう。）を含み、そのいずれかを指す場合 

には、「肢体不自由児施設入所部」又は「肢体不自由児施設通園部」と呼称 

する。また、「肢体不自由児施設」にあっては、児童福祉施設最低基準第6



（8）（略） 

（9）（略）

(10)(略)

(11)(略)

（12） 「地域区分」の適用範囲については、次によるものとする。

ア 「1級地」とは、人事院規則九一四九（地域手当）（平成18年2月1 

日人事院規則九一四九）別表第二（以下「級地区分表」という。）の支給 

割合が…級地とされている地域とする。

ィ 「2級地」とは、級地区分表の支給割合が二甦とされている地域とす 

る〇

ウ 「3級地」とは、級地区分表の支給割合が三級地とされている地域並び 

に東京都のうち東久留米市とする。

（削除）

壬 「4級地」とは、級地区分表及び附則別表第1の支給割合が四級地とさ 

れている地域並びに千葉県のうち習志野市及びハ千代市、東京都のうち小 

金井市、神奈川県のうち綾瀬市、座間市及び逗子市、大阪府のうち摂津市 

及び大東市並びに広島県のうち府中町とする”

（削除）

迹 「5級地」とは、東京都のうち東大和市並びに大阪府のうち松原市とす 

る。

（削除）



8条第3号に規定する肢体不自由児療護施設(以下「肢体不自由児療護施設

」という。)を区別して呼称する。

(8) 「重症心身障害児施設」には、重症心身障害児を入所させる指定医療機関を 

含むものとする。

(9) 「保護単価」とは、措置児童等の1人当りの事務費、事業費の月額及びその 

他の単価であって、5の(1)のウに定めるところにより都道府県知事、指 

定都市又は児童相談所設置市の市長がその施設について設定したものをいう

(10) 「支弁額」とは、保護単価に、その月の定員、措置人員又は入所者数並びに 

その他の員数を乗じて得た額等であって、5の(1)の工又は(2)・のウに 

定めるところにより施設に対し各月算定して支弁しなければならないものを 

いう。

(11) 「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和2 2年法律第2 6号)に規定す 

る小学校(特別支援学校の小学部を含む。)及び中学校(特別支援学校の中 

学部を含む。)をいう。

(12) 「地域区分」の適用範囲については、次によるものとする。

ア 「1級地」とは、人事院規則九一四九(地域手当)(平成18年2月1 

日人事院規則九一四九)附則別表第二(以下「級地区分表」という。)の 

支給割合が1〇 ()分の17とされている地域とする。

ィ 「2級地」とは、級地区分表の支給割合が1〇 〇分の14とされている 

地域とする。

ウ 「3級地」とは、級地区分表の支給割合が10 0分の12とされている 

地域とする。

王 「4級地」とは、級地区分表の支給割合が1〇 ()分の11とされている 

地域とする。

才 「5級地」とは、級地区分表の支給割合が10 0分の1〇とされている 

地域並びに千葉県のうち習志野市及びハ千代市、東京都のうち小金井市厘 

び東久留米市、神奈川県のうち逗子市並びに大阪府のうち摂津市とする。

力 「6級地」とは、級地区分表の支給割合が10 0分の9とされている地 

域並びに神奈川県のうち綾瀬市及び座間市とする。

土 「7級地」とは、級地区分表の支給割合が10 ()分の8とされている地 

域並びに大阪府のうち大東市とする。

ク・「8級地,とは、東京都のうち東大和市及び大阪府のうち松原市とする



丈.「6級地」とは、級地区分表及び附則別表第Lの支給割合が五級地とさ 

れている地域並びに埼玉県のうち狭山市、蕨市、鳩ヶ谷市、新座市、富士 

見市、ふじみ野市及び三芳町、神奈川県のうち伊勢原市及び寒川町、大阪 

府のうち大阪狭山市及び忠岡町並びに兵庫県のうち川西市とする。

（削除）

き 「7級地」とは、級地区分表及び附則別表第1の支給割合が六級地とさ 

れている地域並びに京都府のうち長岡京市とする。

.丄 「その他」とは、アから主以外の地域とする。

（13）（略）

（交付の対象）

4 （略）

（交付額の算定方法）

5 （略）



y 「9級地」とは、級地区分表の支給割合が］（）0分の6とされている地 

域並びに埼玉県のうち狭山市、蕨市、鳩ヶ谷市、新座市、富士見市、ふじ 

み野市及び三芳町、大阪府のうち大阪狭山市及び忠岡町並びに兵庫県のう 

ち川西市とする。

コ ;1〇級地」とは、級地区分表の支給割合が10 0分の5とされている 

地域並びに神奈川県のうち伊勢原市及び寒川 町とする。

サ 「11級地」とは、級地区分表の支給割合が1〇 〇分の3とされている 

地域並びに京都府のうち長岡京市及び広島県のうち府中町とする。

シ 「その他」とは、アから艺以外の地域とする。

（13） 「指定施設支援費用基準額」とは、「児童福祉法に基づく指定施設支援に要

する費用の額の算定に関する基準」（平成18年厚生労働省告示第5 5 7号 

）により算定した費用の額（その額が現に当該指定施設支援に要した費用（ 

特定費用を除く。）を超えるときは、当該現に指定施設支援（児童福祉法第 

2 4条の2第1項に規定する指定施設支援をいう。）に要した額とする。） 

をいう。

（交付の対象）

4 この国庫負担金は、次の事業を交付の対象とする。

（1）障害児施設措置費国庫負担金

都道府県、指定都市又は児童相談所設置市が、児童福祉法第2 7条第1項第 

3号又は第2項に規定する措置をとった場合における同法第5 0条第7号及び 

第7号の2に規定するその児童等の入所後又は委託後の保護につき、同法第4 
5条の最低基準を維持するために必要な費用（指定医療機関については、委託後 

の治療等に要する費用とする。）。

（2 ）障害児施設給付費等国庫負担金
都道府県、指定都市又は児童相談所設置市が、児童福祉法第2 4条の2に規 

定する障害児施設給付費、同法第2 4条の6に規定する高額障害児施設給付費 

若しくは第2 4条の7に規定する特定入所障害児食費等給付費又は第2 4条の 

2 0に規定する障害児施設医療費（以下「障害児施設給付費等」という。）の 

支給をした場合における同法第5 〇条第6号の4に規定する障害児施設給付費 

等の支給に要する費用。

（交付額の算定方法）

5 この国庫負担金の交付額は、次の（1）及び（2）により算出された額の合計額 

とする。





（1）障害児施設措置費国庫負担金

ア基本額

この国庫負担金は、各年度において、その地方公共団体における支弁総額 

（個々の施設等に対する各月の支弁額の年間の合算額の全施設等の合計額を 

いい、その額がその地方公共団体が児童等の措置のために要した実支出額（ 

当該費用のための寄付金があるときは、その寄付金の額を控除するものとす 

る。）を超えるときは実支出額とする。）から当該年度における才に定める徵 

収金基準額を控除した額を基本額として負担するものであること。

ィ負担額及び負担区分

国は、アにより算定した国庫負担の基本額に対し、児童福祉法第5 3条の 

規定によりその2分の1に相当する額を負担するものであること。なお、国 

、都道府県、指定都市及び児童相談所設置市は、同法第5 0条第7号及び第 

7号の2の規定により、次の表に掲げる区分によりそれぞれその措置費を負 

担するものである。

経費の種別 措置主体 

の区分

児童等の入所 

先施設の区分

措置費の負担区分

都道府県 

指定都市 

児童相談所 

設置市

国

施設の措置費

都道府県、 

指定都市及び 

児童相談所設置市

都道府県立施設、 

市町村立施設及び 

社会福祉法人立施 

設等

1/2 1/2

ウ保護単価の設定の方法

①保護単価の関係者への通知

都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置市の市長は、その監督に属 

する障害児施設について、次の②から③までに定めるところによりその年 

度における措置費の保護単価を設定しなければならないこと。

この場合において、都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置市の市 

長は、その保護単価その他の支弁に関する必要な事項について障害児施設 

の長に対し通知する措置を講ずること。





② 事務費の保護単価の設定方法

（ア）知的障害児施設、第二種自閉症児施設、知的障害児通園施設、盲児施 

設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児療護施設のその年 

度における措置児童1人当たりの事務費の月額保護単価の設定は、個々 

の施設ごとにその所在する地域、定員等により定まる別表5の事務費の 

保護単価の、1一般分保護単価（別表6または別表7の職種別職員定数 

表等に基づき算定した額）をそのまま設定するものとし、その施設が別 

表1の第2欄に掲げる場合に該当するときは、それぞれ同表の第3欄に 

定める加算分保護単価を加算した額をもってその施設の事務費の保護単 

価とする。

（イ） （ア）により保護単価が設定されたときは、これをその年度の当初の

月に係る事務費の支弁から適用するものとし、その後においてその年度 

中にその施設の定員の改定等があった場合においては、その改定のあっ 

た日の属する月の翌月分（その月の初日にその改定があったときはその 

月分）の支弁から、（ア）の方法により、その施設の保護単価を改定す 

る。

③ 事業費の保護単価の設定方法

事業費の保護単価の設定は、別表2の（2）から（18）までに掲げる 

事業費の各費目の保護単価をそのまま設定するものとする。

工各月の支弁額の算式及び支弁の方法

① 都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の支弁義務

都道府県、指定都市又は児童相談所設置市は、児童福祉法第5 0条第7 
号及び第7号の2の規定によりその施設等に対し、②及び③に定めるとこ 

ろにより月を単位として算定した事務費及び事業費の費目の種類ごとの支 

弁額を合計した額をその月の措置費の支弁額として支弁しなければならな 

いこと。

② 障害児施設措置費の費目の使途及び各月の支弁額の算式

知的障害児施設、第二種自閉症児施設、知的障害児通園施設、盲児施設 

、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設、肢体不自由児を 

入所させる指定医療機関、肢体不自由児療護施設、第一種自閉症児施設、 

重症心身障害児施設に対する措置費の費目の種類は、別表2の第1欄に掲 

げるとおりとし、それぞれの費目の種類ごとの支弁対象児童等、その経費 

の使途及びその各月の支弁額の算式は、同表の第2欄から第4欄に掲げる 

とおりとする。

③ 定員外支弁の禁止





障害児施設措置費の支弁額の算定にあたっては、やむを得ない特別の理 

由がある場合を除いては、その施設の定員をこえる部分は算入しないもの 

とする。

オ徵収金基準額

① 各月の基準額の算定方法

各年度における徴収金基準額は、その措置児童単位に、別表4 -1の施 

設種別及び各月初日（月の途中で入所した措置児童についてはその月の初 

日。以下この項において同じ。）の措置児童及びその措置児童の属する世 

帯の扶養義務者の税額等による階層区分によって定まる基準額（この額に 

その月のその措置児童に係る次の②により算定した支弁額が満たない場合 

においては、その支弁額とする。）により算定した額の年間の合算額とす 

ること。

ただし、措置児童等で、各月初日の年齢が2 0歳以上である者（この項 

において「入所者」という。）の場合には、次により算定した額の年間の 

合算額とする。

別表4 一 2の各月初日の入所者の対象収入等による階層区分によって定 

まる基準額と別表4 一1の施設種別及び各月初日の入所者の属する世帯の 

扶養義務者の税額等による階層区分によって定まる基準額との合算額（こ 

の額にその月のその入所者に係る次の②により算定した支弁額が満たない 

場合においては、その支弁額とする。）とする。

② ①における各月の支弁額の算定方法

（ア）知的障害児施設、第二種自閉症児施設、知的障害児通園施設、盲児施 

設、ろうあ児施設、難聴幼児通園施設又は肢体不自由児療護施設の措置 

費の各月のその措置児童等1人当たりの支弁額は、次の算式（1）によ 

り算定した額とする。

ただし、その措置児童等の在籍日数が1か月未満であるときは、算式

（2）によるものとする。

なお、民間施設給与等改善費及び知的障害児自活訓練事業加算費は、 

徴収の対象とはならないこととする。

算式（1）

その施設の事務費の月額保護単価（民間施設給与等改善費、知的障害 

児自活訓練事業加算費の単価を除く。次の算式（2）においても同じ。

）+事業費の各費目のその月におけるその措置児童等につきその支弁し





た合算額

算式（2）

〔（事務費の月額保護単価+事業費の各費目のうち月額保護単価によ 

り支弁した額の合算額）十その月の日数〕Xその月の措置児童等在籍日 

数十月額保護単価により支弁した費目以外の事業費の支弁した額の合算 

額

（イ）肢体不自由児施設、肢体不自由児を入所させる指定医療機関、第一種 

自閉症児施設又は重症心身障害児施設の措置費の各月のその措置児童1 
人当たりの支弁額は、事業費の各費目のその月におけるその措置児童に 

つき支弁した額（その措置児童等の在籍日数が1か月未満であるときの 

事業費の各費目のうちの月額保護単価による支弁額は、前記①の算式（ 

2）に準じて算定した額。）の合算額とする。

なお、民間施設給与等改善費及びスプリンクラー保守管理等費は、徴 

収の対象とはならないこととする。

（2）障害児施設給付費等国庫負担金

ア基本額

この国庫負担金は、各年度において、その地方公共団体における基準額（ 

別表3の第3欄に掲げる基準額の合計額をいう。）を基本額として負担する 

ものであること。

ィ負担額及び負担区分

国は、アにより算定した基本額に対し、障害児施設給付費等については、 

児童福祉法第5 3条の規定により、その2分の1に相当する額を負担するも 

のである。

なお、国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市は、同法第5 0条第 

6号の4及び第5 3条の規定により、次の表に掲げる区分によりそれぞれそ 

の障害児施設給付費を負担するものである。

措置費の負担区分

経費の種別 措置主体 

の区分

児童等の入所 

先施設の区分

都道府県 

指定都市 

児童相談所

国



設置市

障害児施設給付 

費等

都道府県、 

指定都市及び 

児童相談所設置市

都道府県立施設、 

市町村立施設及び 

社会福祉法人立施 

設等

1/2 1/2

ウ対象経費等

障害児施設給付費等の費目の種類は、別表3の第1欄に掲げるとおりとし 

、それぞれの費目の種類ごとの対象経費及びその基準額は、同表の第2欄及 

び第3欄に掲げるとおりとする。

(国庫負担金の概算払)

6 (略)

(交付の条件)

7 (略)

(国庫負担金の概算払)

6 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範 

囲内において概算払をすることができる。

(交付の条件)

? この国庫負担金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) ,事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなけれ 

ばならない。

(2) 事業が予定の期間内に完了していない場合又は事業の執行が困難となった 

場合には速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない

〇

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価5 0万円以上の機械及 

び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 

第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過す 

るまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この国庫負担金の交付の目的に 

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはな 

らない。

(4) 厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合 

においては、その収入の全部または一部を国庫に納付させることがある。

(5) 事業によって取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後に 

おいても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営 

を図らなければならない。

(6) 国庫負担金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式1



（申請の手続き）

8 （略）

（変更申請手続）

9 （略）

（交付決定までの標準的期間）

10 （略）

（実績報告）

11（略）

（国庫負担金の返還）

12 （略）

（その他）

13 （略） 



による調書を作成し、これを事業完了後5年間保存しておかなければならな 

い。

（申請の手続き）

8 この国庫負担金の交付の申請を行う場合には、都道府県知事、指定都市又は児童 

相談所設置市の市長は、「障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金交付申請書」

（様式第1号）を毎年度6月末日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。

（変更申請手続）

9 この国庫負担金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付 

-申請等を行う場合には、「障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金変更交付申請

書」（様式第2号）に、関係書類及び当該措置費等に関する歳入歳出予算書抄本を 

添付して、別途定める日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。

（交付決定までの標準的期間）

10 厚生労働大臣は、交付申請書が到達した日から起算して2月以内に交付の決定（ 

決定の変更を含む。）を行うものとする。

（実績報告）

11都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置市の市長は、当該年度の事業が完了 

したときは、「障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金に係る事業実績報告書」

（様式第3号）に関係書類及び当該措置費等に関する歳入歳出決算書抄本を添付し 

て、翌年度の6月末日（7の（1）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合 

は、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を経過した日）までに厚生労働 

大臣にこれを提出すること。

（国庫負担金の返還）

12厚生労働大臣は、交付すべき国庫負担金の額を確定した場合において、既にその 

額を超える国庫負担金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分に 

ついて国庫に返還することを命ずる。

（その他）

13 （1）端数計算の方法

障害児施設措置費国庫負担金における金額の計算過程において、ある金額 

をある数値で除し又はある金額に数値を乗じて計算した場合1円未満の端数
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を生じたときはその端数金額が生じた段階においてこれらを切り捨てるもの 

とすること。

ただし、障害児施設給付費等国庫負担金の算定方法に基づき算定する場合 

及び健康保険の療養費の算定方法に準じて算定する場合においては、その定 

めるところによるものとする。•

(2)保護単価等の特例措置

都道府県知事、指定都市又は児童相談所設置市の市長は待別の事由がある 

ため、この交付要綱に定める保護単価その他この交付要綱に定める支弁の要 

件によることが適当でないと認められるときは、その事案につき厚生労働大 

臣の承認を得て、別に定めるところによって支弁することができるものとす 

る。

別表1

単価の名称 

第1欄

設定の要件 

第,2 欄

適用される単価 

第 3 欄

1小規模施設の加 

算分保護単価

知的障害児施設、第二種自閉症児 

施設、盲児施設又はろうあ児施設 

であって、別表6のその施設の職 

員の定数表の「児童指導員、保育 

士」の欄のただし書きに掲げる職 

員がおかれている場合

別表5の事務費の保護単 

価表の2加算分保護単価 

の(1)小規模施設加算 

分保護単価

2職業指導員加算 

分保護単価

知的障害児施設、第二種自閉症児 

施設、盲児施設又はろうあ児施設 

であって、別表6のその施設の職 

員の定数表に掲げる「職業指導員 

」が別の基準によりおかれている 

場合

別表5の事務費の保護単 

価表の2加算分保護単価 

の(2)職業指導員加算 

分保護単価

3幼児加算分保護 

単価

盲児施設又はろうあ児施設であっ 

て幼児が入所している場合

別表5の事務費の保護単 

価表の2加算分保護単価 

の(3)盲児施設、ろう





あ児施設の幼児加算分保 

護単価

知的障害児通園施設であって幼児 

が入所している場合

別表5の事務費の保護単 

価表の2加算分保護単価 

の（4）知的障害児通園 

施設の幼児加算分保護単 

価

4民間施設給与等 

改善費

地方公共団体の経営する施設以外 

の施設（昭和46年7月16日社 

庶第121号社会局長、児童家庭 

局長通知にいう社会福祉事業団等 

（以下「社会福祉事業団等」とい 

う。）経営の施設を除く。）の場 

合

一般分保護単価（小規模 

施設加算分保護単価、職 

業指導員加算分保護単価 

の加算が行われる場合に 

おいては、それらの加算 

単価を加算した額）また 

は、別に定める基準によ 

り認定された保護単価X 

別に定める基準による加 

算率（ただし、加算率に 

ついては別に定めるとこ 

ろにより、全部または一 

部を減ずることができる 

。）

5指導員特別加算 

分保護単価

盲児施設又はろうあ児施設の場合 別表5の事務費の保護単 

価表の2加算分保護単価 

の（5）指導員特別加算 

分保護単価

6知的障害児自活 

訓練事業加算 

費

別に定める基準により加算の認定 

を受けた場合

別に定める基準により認 

定された保護単価

7心理担当職員配 

置加算

知的障害児施設、第二種自閉症児 

施設、盲児施設、ろうあ児施設、

別表5の事務費の保護単 

価表の2加算分保護単価



肢体不自由児療護施設であって、 

別に定める基準に該当する場合

の（6 ）心理担当職員配 

置加算分保護単価

8看護師配置加算 知的障害児施設、盲児施設、ろう 

あ児施設であって、別に定める基 

準に該当する場合

別表5の事務費の保護単 

価表の2加算分保護単価 

の（7）看護師配置加算 

分保護単価

2

費目の 

種類 

第1欄

支弁対象児童等

第 2 欄

経費の使途

第 3 欄

各月の支弁額の算式

第 4 欄

(1)
（略） （略） （略）

事

務

別表.2

費目の 

種類 

第1欄

支弁対象児童等

第 2 欄

経費の使途

第 3 欄

各月の支弁額の算式

第 4 欄

(1)

事

知的障害児施設 

、第二種自閉症 

児施設、知的障 

害児通園施設、 

盲児施設、ろう 

あ児施設、難聴 

幼児通園施設又 

は肢体不自由児 

療護施設

施設を運営 

するために 

必要な職員 

の人件費そ 

の他事務の 

執行に伴う 

諸経費

次の算式（1）により算定した額。ただし 

、その月初日においてその施設に対し2以 

上の支弁義務者がある場合における各支弁 

義務者の支弁額の算定は、次の算式（2）（ 
関係支弁義務者が協議を行ない、各支弁義 

務者が措置人員にかかわらず、支弁すべき 

人員（いわゆる協定人員）を定りて支弁す 
ることとしているときは算式（3、）によっ 

て算定した額とする。

なお、知的障害児通園施設、盲児施設又 

はろうあ児施設に措置幼児がそれぞれ入所 

している場合には、算式（4）を加算する 

〇

務

算式（1）
その施設の月額保護単価Xその月初 

日の措置児童数

算式（2）
その施設の月額保護単価Xその月初



費

(2)

生

諸

ア

般

生

活

費

（略） （略） （1）（略）

算式（1）

（略）



日の措置児童数X支弁率

費

厂 —-

そ彼#麹者彼和■心そ佣加确曹煩

む歸7）れ胭胛加寵人貝

算式（3）
その施設の月額保護単価Xその協定 

人員（その月初日において私的契約者 

があるときは、その数を控除した数）

算式（4）
幼児加算分月額保護単価Xその月初 

日の措置幼児数

ア 知的障害児 その児童の （1）知的障害児施設、第二種自閉症児施

(2) 施設、第二 給食に要す 設、知的障害児通園施設、盲児施設、ろ

一 種自閉症児 る材料費等 うあ児施設、難聴幼児通園施設又は肢体

生

般

施設、知的 

障害児通園 

施設、盲児

及び日常生 

活に必要な 

経常的諸経

不自由児療護施設の場合次の算式（1）に 

より算定した額。

ただし、知的障害児施設において重

生

活

施設、ろう 

あ児施設、 

難聴幼児通 

園施設、肢

費 度知的障害児があるとき、第二種自閉症 

児施設において重度自閉症児があるとき 

又は盲児施設若しくはろうあ児施設にお 

いて盲ろうあ重度児があるときは、重度

活

諸

費 体不自由児 

療護施設の 

措置児童

知的障害児加算費、重度自閉症児加算費 

又は盲ろうあ児重度加算費、肢体不自由 

児療護施設においては肢体不自由児療護 

重度加算費（以下「重度加算費」という。） 

として算式（1）により算定した額に次の 

算式（2）により算定した額をそれぞれ加 

算する。

算式（1）
次の表の一般生活費月額保護単価Xそ 

の月初日の措置児童数



費

イ 

重 

度 

知 

的 

障 

害 

児 

加 

算 

費

（略） （略）

ウ 

重 

度 

自 

閉 

症 

児 

加

（略） （略）

算式（2）
次の表の重度加算費月額保護単価Xそ 

の月初日の別に定める基準による重度措 

置児童数

重度加算費保護単価表（措置児童1人当たり）

重度加算費 施設種別（月額）

知的障害 

児施設

25%加算分
30%加算分

46, 870円
56, 240円

第二種自閉症 

児施設

25%加算分
30%加算分

46, 870円

.56, 240円

盲児施設 25%加算分

30%加算分
44, 620円

53, 560円

ろうあ児施設 25%加算分 40, 760円



費

イ 知的障害児 その児童の

重 施設の措置 監護及び日

度 児童であっ 常諸経費等

知 て、別に定

的 める基準に

障 より重度棟

害 に入所して

児 

加 

算

費

いるもの

ウ 第二種自閉 その児童の

重 症児施設の 監護及び日

度 措置児童で 常経費等

自 あって、別

閉 に定める基

症 準により重

児 度自閉症児

加 と認定され

一般生活費保護単価表（措置児童1人当たり）

施設 種別

一般生活費

（月額）

知的障害児施設、第二 

種自閉症児施設、盲児 

施設、ろうあ児施設、 

肢体不自由児療護施設

47,340 円

知的障害児通園施設、 

難聴幼児通園施設

14,570 円

算式（2）
次の表の重度加算費月額保護単価Xそ 

の月初日の別に定める基準による重度措 

置児童数

重度加算費保護単価表（措置児童1人当たり）

重度加算費 施設種別（月額）

知的障害 25%加算分 47,120円

児 施 設 30%加算分 56,540 円

第二種自閉症 25%加算分 47,120円

児 施設 30%加算分 56, 540円

盲児施設 25%加算分

30%加算分

44,870 円
53, 830円

ろうあ児施設 25%加算分 40, 970円



算 

費

ェ 

盲 

ろ 

う 

あ 

児 

重 

度 

加 

算 

費

（略） （略）

30%加算分 4& 910円

肢体不自由児 

療護施設

56, 240円

才 

肢 

体 

不 

自 

由 

児 

療 

護 

重 

度 

加

（略） （略）

力 

強 

度 

行 

動

（略） （略） 算式（3）

強度行動障害特別処遇加算費月額保護

単価224,190円X その月初日の別に定め

る基準による強度行動障害児数



算たもの

費

ェ 

盲

ろ 

う 

あ 

児 

重 

度 

加 

算

盲児施設又 

はろうあ児 

施設の措置 

児童であっ 

て、別に定 

める基準に 

より盲ろう 

あ重度児と 

して認定さ 

れたもの

その児童の 

監護及び日 

常諸経費等

30%加算分 49,150 円

肢体不自由児

療護施設

56,540 円

才 

肢 

体 

不 

自 

由 

児 

療 

護 

重 

度 

加 

算 

費

肢体不自由 

児療護施設 

の措置児童

その児童の 

監護及び日 

常諸経費等

力 

強 

度 

行 

動

知的障害児 

施設、第二 

種自閉症児 

施設の措置 

児童であっ 

その児童の 

監護及び日 

常諸経費等

算式(3)
強度行動障害特別処遇加算費月額保護

単価227,670円X その月初日の別に定め

る基準による強度行動障害児数



障 

害 

特 

別 

処 

遇 

加 

算 

費

キ 

重 

度 

重 

複 

障 

害 

児 

加 

算 

費

（略） （略） 算式（4）
重度重複障害児受入加算費月額保護単 

価31,900円Xその月初日の別に定める基 

準による重度重複障害児数

ク

被 

虐 

待 

児

（略） （略） （略）

障 て、別に定

害 める基準に

特 より指定を

別 受けた施設

処 の強度行動

遇 障害児

加

算 

費

キ 重度知的障 その児童の 算式（4）

重 害児加算費 監護及び日 重度重複障害児受入加算費月額保護単

度 、重度自閉 常諸経費等 価32, 500円Xその月初日の別に定める基

重 症児加算費 準による重度重複障害児数

複 、盲ろうあ

障 児重度加算

害 費、肢体不

児 自由児療護

加 重度加算費

算 、重度肢体

費 不自由児加 

算費の対象 

児童等であ 

って、別に 

定める基準 

により重度 

重複障害児 

と認定され 

たもの

ク 知的障害児 その児童の 算式（5）

被 施設、第一 監護及び日 被虐待児受入加算費月額保護単価

虐 種自閉症児 常諸経費等 37, 700円Xその月初日の別に定める基

待 施設、第二 準による被虐待児数

児 種自閉症児



受 

入 

加 

算

費

（略） （略） （略）

（3）

肢 

体 

不 

自

ア 

点 

数 

分

算式⑴

（略）

由



受 施設、盲児

入 施設、ろう

加

算

あ児施設、 

肢体不自由

費 児施設入所 

部、肢体不 

自由児療護 

施設及び重 

症心身障害 

児施設に入 

所する児童 

であって、 

別に定める 

基準により 

虐待を受け 

ていた児童

肢体不自由 施設の運営 次の算式（1）により算定した額の合箕額

(3) ア 児施設の措 に必要な事 〇

置児童 務費及び生 なお、肢体不自由児施設入所部の措置児

肢 点 活諸経費 童については、保健衛生費、保育士等加算 

費、日用品費、指導訓練材料費、看護代替

数 要員費及びスプリンクラー保守管理等費と

体

分

して算式（2）から（7）までにより算定した 

額を加算する。

不 算式⑴

アその措置児童等が社会保険（健康保険

、日雇労働者健康保険、国民健康保険、

自 船員保険、国家公務員共済組合、公共 

企業体職員等共済組合、地方公務員等 

共済組合又は私立学校教職員共済組合

由 等をいう。以下同じ。）の被保険者、組 

合員又は被扶養者である場合において 

は、診療報酬の算定方法（平成2 0年



児

施

設

基

本

分

措

置

費

算式（2） 

（略）

算式（3） 

（略）

児

施

設

基 

本 

分 

措 

置

費

厚生労働省告示第5 9号。以下「診療 

報酬の算定方法」という。）及び入院 

時食事療養費に係る食事療養及び入院 

時生活療養費に係る生活療養の費用の 

額の算定に関する基準（平成18年厚 

生労働省告示第9 9号。以下「入院時 

食事療養費の算定基準」という。）に 

準じて算定した額から、その社会保険 

において医療に関する給付が行われる 

額を控除した額。

イ アに該当しない措置児童については 

、診療報酬の算定方法に準じて算定し 

た額

算式（2）
保健衛生費月額保護単価360円Xその 

月初日の措置児童数

算式（3）
次の表のA欄に掲げる保育士等加算費 

月額保護単価Xその月初日の措置児童数

（地方公共団体及び社会福祉事業団等の 

経営する施設以外の施設の場合、民間 

施設加算額として次の表のB欄に掲げ 

る額を加算した額とする。）

保育士等加算費保護単価表（措置児童1人当たり月額）

措置児童数 50人

まで

51人

から

60人

まで

61人 

から

70人 

まで

71人 

から 

80人 

まで

81人

から

90人 

まで

A 
欄

基本分 円

26, 640
円

25,940
円

25, 350
円

24,690
円

24, 060

保育士等加算費保護単価表（措置児童1人当たり月額）

51人 61人 71人 81人

措 置児童 数 50人 から から から から

まで 60人 70人 80人 90人

まで まで まで まで

A 基本 分 円 円 円 円 円

欄 26,630 25, 930 25,340 24,690 24,060



B 
欄

力!!算分

2, 330 2,260 2, 220 2,140 2, 080

措置児童数

91人

から

100人

まで

101人
から

110人
まで

111人
から

120人

まで

121人

から

130人

まで

131人
から

140人

まで

A 
欄

基本分 円

23, 390
円

23,150
円

22, 970
円

22,710
円

22, 540

B 

欄

カロ算分

2, 070 2,020 2, 020 2,000 1,960

措置児童数

141人

から

150人

まで

151人
から

160人

まで

161人
から

170人

まで

171人

から

180人

まで

181人

から

190人

まで

A 

欄

基本分 円

22,350
円

22,200
円

22,090
円

21,980
円

21,890

B 
欄

カロ算分

1,980 1,950 1,930 1,920 1,920

措置児童数

191人

から

200人 

まで

201人

以上

A 

欄

基本分 円

21,770
円

21,710

B

B 

欄

力!!算分

2,330 2, 260 2, 220 2,140 2,080

措置児童数

91人

から

100人
まで

101人
から

110人
まで

111人
から

120人

まで

121人
から

130人

まで

131人

から

140人

まで

A 

欄

基本分 円

23,390
円

23,150
円

22,970
円

22, 710
円

22,540

B 

欄

力［1算分
2,070 2, 020 2, 020 2, 000 1,960

措置児童数

141人
から

150人

まで

151人

から

160人

まで

161人

から

170人

まで

171人
から

180人

まで

181人
から

190人

まで

A 

欄

基本分 円

22,350
円

22, 200
円

22,090
円

21,980
円

21,890

B 

欄

カロ算分

1,980 1,950 1,930 1,920 1,920

措置児童数

191人

から

200人

まで

201人

以上

A 

欄

基本分 円

21,760
円

21.,700

B



欄 I 加算分 | 1,920 I 1,890

ただし、乳幼児を措置しているときは、

次£算式により算定・た額を加算する。

その月初 

日の措置 

乳幼児数

体及び社会福祉事

次の表のA欄に 

掲げる乳幼児保 X 
育士等加算費月 

.額保護単価 _

（ただし、地方公共団

業団等の経営する施設以外の施設の場

合、民間施設加算額として次の表のB 
欄に掲げる額を加算した額とする。） 

（注）この表の「乳幼児」は、児童福祉

法第4条の第1項及び第2項に規定す 

る「乳児」及び「幼児」を総称したも 

のとする。

乳幼児保育士等加算費保護単価表

A 欄 B 欄

基本分 20,180 円 1,780 円

算式（4）
（略）

算式〈5）

（略）

算式（6） 

（略）



欄 I 加算分 | 1,920 I 1,890

ただし、乳幼児を措置しているときは、

次0算式により算定りた報 【を加算する］

次の表のA欄に その月初

掲げる乳幼児保 X 日の措置

育士等加算費月 乳幼児数

・額保護単価 一

（ただし、地方公共団体及び社会福祉事

業団等の経営する施設以外の施設の場

合、民間施設加算額として次の表のB
欄に掲げる額を加算した額とする。）

（注）この表の「乳幼児」は、児童福祉 

法第4条の第1項及び第2項に規定す 

る「乳児」及び「幼児」を総称したも

のとする。

乳幼児保育士等加算費保護単価表

A 欄 B 欄

基本分 20,180 円 1,780 円

算式（4）

日用品費月額保護単価!8,570円Xその 

月初日の措置児童数

算式（5）
指導訓練材料費月額保護単価420円X 

その月初日の措置児童数

算式（6）

看護代替要員費月額保護単価160円X



算式（7）

（略）

（注） （略）

（ア）（略） （略）

ィ 重

度

重度肢体不自由児加算費月額保護単価

56, 240円Xその月初日の別に定める基準に 

よる重度肢体不自由児措置児童数



その月初日の措置児童数

算式（7）
スプリンクラー保守管理等費月額保護 

単価310円Xその月初日の措置児童数各 

月初日において、スプリンクラー設備（「 

消防法施行令」（昭和36年政令第37号）、r 
同法施行規則」（昭和36年自治省令第6 
号）に定める設備•設置基準及び昭和62 
年10月27日消防予第189号「既存の社会福 

祉施設に対する消防用設備等の技術上の 

特例基準の適用について」（消防庁予防 

課長通知）に基づくスプリンクラー設備 

をいう。以下同じ。）を設置している施設 

（地方公共団体及び社会福祉事業団等の 

経営する施設を除く。）

（注） 肢体不自由児施設の措置児童にっ

いては、この欄に掲げる経費のほか、 

肢体不自由児施設入所部の措置児童に 

あっては、教育費、学校給食費、見学 

旅行費、入進学支度金、特別育成費、 

夏季等特別行事費、期末一時扶助費、 

医療費、職業補導費、就職支度費及び葬 

祭費を、肢体不自由児施設通園部の措置 

児童にあっては、教育費を支弁できる 

ものとし、これらの経費の支弁要件、 

その使途及び各月の支弁額の算式にっ 

いては、この表の（7）から（15）まで、（1 
7）及び（18）の費目の項に定めるところ 

による。

（ア）入所部 

イ 重 の別に 

度 定める

その児童 

の看護及 

び日常諸

重度肢体不自由児加算費月額保護単価

56,540円Xその月初日の別に定める基準 

による重度肢体不自由児措置児童数



点 

数 

分 

以 

外 

の 

分

肢 

体 

不 

自 

由 

児 

加 

算 

費

（イ） 

通 

園 

指

導 

費

（略） （略） 通園指導費月額保護単価48,210円Xその 

月初日の措置児童数（ただし、地方公共団 

体及び社会福祉事業団等の経営する施設以 

外の施設の場合、民間施設加算費として 

4,290円を加算した額とする。）

（ウ） 

指材 

導料 

訓等 

練費

（略） （略） （略）

(4)
（略） （略） （略）

肢 算式（1）（医療費分） 

（略）

体

不

算式（2）（日用品費分）

点 

数 

分 

以 

外 

の 

分

肢 

体 

不 

自 

由 

児 

加 

算 

費

基準に 

よる肢 

体不自 

由児重 

度棟の 

措置児 

童

経費等

（イ） 通園部 その児童 通園指導費月額保護単価48, 200円Xその

通 の措置 の看護及 月初日の措置児童数（ただし、地方公共団

園 児童 び施設運 体及び社会福祉事業団等の経営する施設以

指 営に必要 外の施設の場合、民間施設加算費として

導 な事務費 4, 290円を加算した額とする。）

費 等

（ウ） 通園部 その児童 指導訓練材料等費日額保護単価510円X

指材 の措置 の指導訓 その月の措置児童出席延人員数

導料 児童 練材料費

訓等 及び給食

練費 費

指定医療機関の措 施設の運 次の算式（1）から算式（7）までにより算

(4) 置肢体不自由児 営に必要 定した額の合算額

な事務費

肢 及び生活 算 式（1）（医療費分）

諸経費 各月の支弁額の算式は、この表の（3） 
のアの「肢体不自由児施設基本分措置費

体 の点数分の各月の支弁額の算式」の（1） 
の算式（1）に定めるところに準じて算定 

した額

不

算式（2）（日用品費分）



自

由

児

療

（略）

算 式（3）（保育士等加算費分）

（略）

育

費 算式（4）
（重度肢体不自由児加算費分）

重度肢体不自由児加算費月額保護単価

56,240円Xその月初日の措置児童数（ 

すべての措置児を重度棟に入所されてい 

るものとみなす。） 

算式（5）

（略）

算式（6）

算 式（7）（被虐待児受入加算費分） 

（略）



自 

由 

児 

療 

育

費

日用品費月額保護単価!8,570円
Xその月初日の措置児童数

算式（3）（保育士等加算費分）

保育士等加算費月額保護単価20,180円 
Xその月初日の措置児童数

ただし、乳幼児を措置しているときは、 

次の算式により算定した額を合算する。

乳幼児保育士等加算費月額保護単価 

20,180円Xその月初日の措置乳幼児数

（注）この表の「乳幼児」は、児童福 

祉法第4条の第1項及び第2項に規 

定する「乳児」及び「幼児」を総称 

したものとする。

算式（4）

（重度肢体不自由児加算費分）

重度肢体不自由児加算費月額保護単価

56, 540円Xその月初日の措置児童数（ 
すべての措置児を重度棟に入所されてい 

るものとみなす。）

算式（5）
指導訓練材料費月額保護単価420円X 

その月初日の措置児童数

算式（6）

特別訓練費月額保護単価800円Xその 

月初日において15歳をこえた児童であっ 

て、教育費又は、特別育成費を支弁されな 

い措置児童数

算 式（7）（被虐待児受入加算費分） 

被虐待児受入加算費月額保護単価



（略） （略） （略）

算 式（1）（医療費分）

（略）

算 式（2）（保健衛生費分）

（略）

算 式（3）（保育士等加算費） 

（略）



37, 700円Xその月初日の別に定める基 

準による被虐待児数

（注）この欄に掲げる経費のほか、教育費 

、学校給食費、見学旅行費、入進学支度 

金、恃別育成費、夏季等特別行事費、期 

末一時扶助費、他の病院で医療をうける 

場合については医療費及び葬祭費を支弁 

できるものとし、その支弁要件、その使 

途及び各月の支弁額の算式については、 

この表の（7）から（14）まで及び（18）の費 

目の項に定めるところによる。

（5）

第

種

自

閉 

症 

児

第一種自閉症児施 

設の措置児童

施設の運 

営に必要 

な事務費 

及び生活 

諸経費

次の算式（1）から算式（7）までにより算 

定した額の合算額。

算式（1）（医療費分）

各月の支弁額の算式は、この表の（3） 
のアの「肢体不自由児施設基本分措置費 

の点数分の各月の支弁額の算式」の（1） 
の算式（1）に定めるところに準じて算定 

した額

算 式（2）（保健衛生費分）

保健衛生費月額保護単価360円Xその月 

初日の措置児童数

算 式（3）（保育士等平算費）
次の表のA欄に］ その月初

掲げる保育士等 X 日の措置 

加算費月額保護 児童数

単価

（地方公共団体及び社会福祉事業団等 

の経営する施設以外の施設の場合、民



施

設

基

本

分

措

置

費

保育士等加算費保護単価表（措置児童1人当たり月額）

措置児童数 40人

まで

41人

から

50人 

まで

51人 

から

60人

まで

61人 

から

70人

まで

71人 

から 

80人 

まで

A 
欄

基 本 分 円

70, 930
円

69,960
円

6& 930
円

67,900
円

66,870

B 

欄

力Q 算 分

6, 300 6,230 6,110 6,050 5, 930

措置児童数

81人 

から

90人

まで

91人

から

100人
まで

101人
から

110人
まで

111人

以上

A 

欄

基 本 分 円

66, 500
円

66,180
円

65, 840
丹

65,450

B 

欄

カ口 算 分

5, 910 5,890 5,840 5,820

算式（4）（日用品費分）

（略）

算 式（5）（看護代替要員費分） 

（略）



間施設加算額として次の表のB欄に掲 

げる額を加算した額とする。）

施

設

基

本

分

措

置

費

保育士等加算費保護単価表（措置児童1人当たり月額）

措置児童数 40人

まで

41人

から

50人

まで

51人 

から 

60人 

まで

61人

から

70人

まで

71人

から

80人 

まで

A 

欄

基 本 分 円

70,940
円

69,960
円

6& 930
円

67, 900
円

66,870

B 

欄

カロ 算 分

6, 300 6, 230 6,110 6, 050 5,930

措置児童数

81人 

から

90人

まで

91人

から

100人
まで

101人

から

110人

まで

111人

以上

A 

欄

基 本 分 円

66,500
円

66,180
円

65, 830
円

65, 450

B

欄

カロ 算 分

5,910 5, 890 5,840 5, 820

算式（4）（日用品費分）

日用品費月額保護単価!8,570円 
Xその月初日の措置児童数

算 式（5）（看護代替要員費分） 

看護代替要員費月額保護単価160円 
Xその月初日の措置児童数



算 式（6）（重度自閉症児加算費分） 

（略）

算 式（6）（重度自閉症児加算費分）

次の表の重度自閉症児加算費月額保護 

単価Xその月初日の別に定める基準によ 

り重度自閉症児と認定された措置児童数

重度自閉症児加算費保護単価表

（措置児童1人当たり）

重度自閉症児加算費保護単価表

（措置児童1人当たり）

区 分 保護単価（月額）

2 5%加算分

30%加算分
46, 870円
56, 240円

区 分 保護単価（月額）

25%加算分
30%加算分

47,120円
56, 540円

算式（7）（スプリンクラー保守管理等 

費分）

（略）

算 式（7）（スプリンクラー保守管理等 

費分）

スプリンクラー保守管理等費月額保護 

単価（40人以下施設）930円Xその月初日 

の措置児童数

各月初日において、スプリンクラー設 

備を設置している施設（地方公共団体及 

び社会福祉事業団等の経営する施設を除 

く。）

（注）この欄に掲げる経費のほか、教育費 

、学校給食費、見学旅行費、入進学支度 

金、夏季等特別行事費、期末一時扶助費 

、職業補導費、就職支度費及び葬祭費並 

びに他の病院で医療を受ける場合につい 

ては医療費を支弁できるものとし、その 

支弁要件、その使途及び各月の支弁額の 

算式については、この表の（7）から（10） 

まで及び（12）、（13）、（14）、（15）、（17） 
並びに（18）の費目の項に定めるところに 

よる。



(6)

重

症

重症心身障害児施

設の措置児童

施設の運 

営に必要 

な事務費 

及び生活 

諸経費

（1）（略）

算式（1）

（略）

（医療費分）

心

算式（2） （指導費分）

指導費月額保護単価230, 680円
身 Xその月初日の措置児童数

算式（3） （日用品費分）

障 （略）

害

児

算式（4）
（略）

（看護代替要員費分）

算式（5） （療育訓練費分）

療 （略）

育 算式（6） 

費分）

（スプリンクラー保守管理等

費

（略）

重症心身障害児施 施設の運 （1）.次の算式（1）から算式（6）までによ

(6) 設の措置児童 営に必要 

な事務費

り算定した額の合算額。

重 及び生活 ・算 式（1）（医療費分）

諸経費 各月の支弁額の算式は、この表の（3） 

のアの「肢体不自由児施設基本分措置費

症 の点数分の各月の支弁額の算式」の（1） 
の算式（1）に定めるところに準じて算定 

した額

心

算 式（2）（指導費分）

指導費月額保證単価234, 600円

身 Xその月初日の措置児童数

算式（3）（日用品費分）

障 日用品費月額保護単価!8,570円
Xその月初日の措置児童数

害 算式（4）（看護代替要員費分） 

看護代替要員費月額保護単価160円
Xその月初日の措置児童数（指定医療

児 機関に入所させる場合は除く。）

算 式（5）（療育訓練費分）

療 療育訓練費月額保護単価420円
Xその月初日の措置児童数

育 算 式（6）（スプリンクラー保守管理等

費分）

スプリンクラー保守管理等費月額保護

費 単価310円Xその月初日の措置児童数

各月初日において、スプリンクラー設 

備を設置している施設（地方公共団体及 

び社会福祉事業団等の経営する施設を除



（略）

く。）

（注）この欄に掲げる経費のほか、教育費 

、学校給食費、見学旅行費、入進学支 

度金、夏季等特別行事費、期末一時扶 

助費及び葬祭費並びに他の病院で医療 

を受ける場合については医療費を支弁 

できるものとし、その支弁要件、その 

使途及び各月の支弁額の算式について 

は、この表の（7）から（10）まで、（12）、（1 
3）、（14）及び（18）の費目の項に定める 

ところによる。

（7）

教

育

費

算式（1）

（略）

（7）

教

育

費

知的障害児施設、 

自閉症児施設、盲 

児施設、ろうあ児 

施設、肢体不自由 

児施設、肢体不自 

由児を入所させる 

指定医療機関、肢 

体不自由児療護施 

設若しくは重症心 

身障害児施設の措 

置児童であって義 

務教育諸学校又は 

特別支援学校の高 

等部に在学中のも 

の及び特別支援学 

校の高等部第1学 

年に入学するも 

の。

次に掲げ 

る経費

（1） その 

児童の義 

務教育

（特別支 

援学校高 

等部の 

教育を含 

む。）に必 

要な学用 

品費等代

（2） 教材 

代

（3） 通学 

のための 

交通費

（4） その 

児童の特 

別支援学 

校高等部 

入学に必

次の算式（1）によって算定した額。

ただし、教材代又は通学のための交通費 

を支弁すべき児童があるときは、それぞれ 

算式（2）又は算式（3）により算定した額を 

、特別支援学校の高等部第1学年に入学す 

る児童があるときは、算式（4）により算定 

した額を、それぞれ算式（1）によって算定 

した額に加算する。

なお、算式（4）については、4月分の措 

置費として支弁する。

算式（1）
次の表の教育費学年別月額保護単価

Xその月の学年別就学措置児童数

教育費保護単価表（措置児童1人当たり）

学

年

別

小学校 中学校 特別支援学 

校高等部

保護 円 円 円



算式（2）
（略）

算式（3）

（略）

算式（4）
特別加算費年額保護単価58,500円
X特別支援学校の高等部第1学年入学

措置児童数

（8）

学

（略） （略） （略）



要な学用 

品費等

単価

（加） 2,110 4,180 4,180

算式（2）

その施設のその月におけるその措置児 

童の別に定めるところにより教科書に準 

ずる正規の教材として学校長が指定する 

ものの購入に必要な実費を合算した額

算式（3）

その施設のその月におけるその措置児 

童であって、交通費の支給を必要と認め 

るもの（知的障害児施設、自閉症児施設 

、盲児施設、ろうあ児施設又は肢体不自 

由児施設に限りその児童が通学する場合 

に付添人を特に必要と認めるときは、そ 

の付添人を含み、その数はそれぞれ児童 

6人につき1人とする。）があるときは、 

その児童又は付添人が最も経済的な通常 

の経路及び方法により通学し、又は付添 

いする場合のその普通旅客運賃の定期乗 

車券（定期乗車券のない場合にあっては 

、これに準ずるもの。）の実費を合算した 

額 

算式（4）
特別加算費年額保護単価 よ也円

X特別支援学校の高等部第1学年入学 

措置児童数

知的障害児施設、

（8） 自閉症児施設、盲 

児施設、ろうあ児 

学 施設、肢体不自由

その児童

のその学 

校給食に 

必要な経

その施設のその月におけるその措置児童

が、その義務教育諸学校又は特別支援学校

の高等部から学校給食費として徴収される

実費を合算した額の合算額



児施設入所部、肢 

体不自由児を入所 

させる指定医療機 

関、肢体不自由児 

療護施設若しくは 

重症心身障害児施 

設の措置児童であ 

って、学校給食を 

実施している義務 

教育諸学校又は特 

別支援学校の高等 

部に在学中のも 

の。

費

知的障害児施設、 

自閉症児施設、盲 

児施設、ろうあ児 

施設、肢体不自由 

児施設入所部、肢 

体不自由児を入所 

させる指定医療機 

関、肢体不自由児 

療護施設若しくは 

重症心身障害児施 

設の措置児童であ 

って、小学校第6 
学年、中学校第3 
学年若しくは特別 

支援学校の高等部 

第3学年（高等学 

校を含む。）の在 

学中のもので、そ 

の学校の教育課程 

において実施され 

る見学旅行（通常

その児童 

の見学旅 

行に直接 

必要な交 

通費、宿 

泊費等

次の算式により算定した額の合算額

算式

次の表の見学旅行費学年別年額保護単価

Xその月の学年別見学旅行参加措置児童 

数

見学旅行費保護単価表

（措置児童1人当たり）

学 年 別

保護単価

（年額）

小学校第6学年 20, 600円

中学校第3学年 55, 900円

特別支援学校の高等部 

第3学年
（高等学校を含む。）

10& 200円



（10） 

入 

進 

学 

支 

度 

金

（略） （略） （略）

算式

（略）

（11）

特 

別 

育 

成 

費

（略） （略） （略）

算式（1）

（略）



の「修学旅行」を 

いう。）に参加する 

もの。

知的障害児施設、 その児童

(10) 自閉症児施設、盲 の入進学

児施設、ろうあ児 に際し必

入 施設、肢体不自由 要な学童

児施設入所部、肢 用品等の

進 体不自由児を入所 

させる指定医療機

購入費

学 関、肢体不自由児 

療護施設若しくは

支 重症心身障害児施 

設の措置児童であ

度 って、小学校第1 
学年に入学し、又

金 は中学校第1学年 

に進学するもの。

肢体不自由児施設 次に掲げ

(11) 入所部、肢体不自 る経費

由児を入所させる （1）その

特 指定医療機関若し 児童の高

くは肢体不自由児 等学校在

別 療護施設の措置児 学中にお

童であって、別に ける教育

育 定めるところによ に必要な

り、高等学校に在 授業料、

成 学しているもの及 クブ費等

び高等学校第1学 の学校学

費 年に入学するもの に際し必

〇 要な学用

次の算式によって算定した額の合算額と 

し4月分の措置費として支弁する。

算式

次の表の入進学支度金学年別年額保護単

価x学年別入進学措置児童数

入進学支度金保護単価表

（措置児童1人当たり）

学 年 別 保護単価

（年額）

小学校第1学年入学児童 39, 500R

中学校第1学年進学児童 46,100 円

次の算式によって算定した額の合算額。 

ただし、算式（2）については4月分の措置 

費として支弁する。

算式（1）

次の表の特別育成費公私別月額保護単価

Xその月の公私別高等学校在学措置児童 

数

特別育成費保護単価表

（措置児童1人当たり）

公 私 別 保護単価



算式（2）

特別加算費年額保護単価58,500円 
X高等学校第1学年入学措置児童数

（12）

夏

季

等

、特

別

行

事

費

（略） （略） （略）

(13)

期

（略） （略） （略）

1
1
8
0
1



品費等

知的障害児施設、 その児童

(12) 自閉症児施設、盲 の夏季等

児施設、ろうあ児 特別行事

夏 施設、肢体不自由 に参加す

児施設入所部、肢 るに必要

季 体不自由児を入所 な交通費

させる指定医療機 等

等 関、肢体不自由児 

療護施設若しくは

特 重症心身障害児施 

設の措置児童であ

別 って、義務教育諸 

学校に在学してい

行 るもので、その学 

校又は教育委員会

事 が、当該学年の児 

童・生徒の全員を

費 参加させて行う夏 

季等の臨海、林間 

学校等の行事に参 

加するもの。

知的障害児施設、 その児童

(13) 自閉症児施設、盲 の年末に

期 児施設、ろうあ児 おける被

（月額）

国・公立高等学校 22, 270円

私立高等学校 32, 970円

算式（2）
特別加算費年額保護単価5&100円 
X高等学校第1学年入学措置児童数

次の算式によって算定した額

算式

夏季等特別行事費1件当たり保護単価

3, 000円X夏季等特別行事参加措置児童数

次の算式によって算定した額とし、12月

分の措置費として支弁する。



末

時 

扶 

助

費

（14）

医

療

費

（略） （略） （略）

(15)

職

業

（略） （略） （略）



末

時 

扶 

助 

費

施設、肢体不自由 

児施設入所部、肢 

体不自由児を入所 

させる指定医療機 

関、肢体不自由児 

療護施設若しくは 

重症心身障害児施 

設の措置児童

服等の購 

入費

算式

期末一時扶助費年額保護単価5,070円
X12月初日の措置児童数

知的障害児施設、 その児童 次の算式によって算定した額

(14) 自閉症児施設、盲 等の医療

児施設、ろうあ児 に必要な 算式

医 施設、肢体不自由 経費 その施設のその月におけるその措置児童

児施設、肢体不自 等につき、診療報酬の算定方法及び入院

由児を入所させる 時食事療養費の算定基準に準じて算定し

指定医療機関、肢 た額(その医療機関が社会保険の指定医

療 体不自由児療護施 療機関であり、かつ、その措置児童等が

設若しくは重症心 社会保険の被扶養者等である場合におい

身障害児施設の措 ては、その社会保険において給付が行わ

置児童であって疾 れる額を控除した額とする.)を合算した

費 病、障害等により 額

医師、歯科医師等 なお、その児童等の看護、移送等に要す

によって、診察、 る費用についても健康保険法の給付の取

治療、投薬、手術 扱いの場合に準じて支弁して差支えない

等の医療を受ける 

ためその支弁を必 

要と認められるも 

の。

知的障害児施設、 次に掲げ 次の算式により算定した額の合算額

(15) 自閉症児施設、盲 る経費

児施設、ろうあ児 (1)その 算式(1)
職 施設、肢体不自由 児童の交 その施設のその月におけるその措置児童

児施設入所部若し 通費 が最も経済的な通常の経路及び方法によ

業 くは肢体不自由児 (2)その り通う場合のその普通旅客運賃の定期乗車



補

導

費

（16）

児 

童 

用 

採 

暖

費

（略） （略） （略）

(17)
（略） （略） （略）



療護施設の措置児 

童であって、義務 

教育を終了した後 

公共職業訓練所等 

の職業補導機関に 

通うもの。

児童に係 

る教科書 

代等

（16）

児 

童 

用 

採 

暖

費

知的障害児施設、 

第二種自閉症児施 

設、知的障害児通 

園施設、盲児施設 

、ろうあ児施設、 

難聴幼児通園施設 

若しくは肢体不自 

由児療護施設の措 

置児童

その児童 

の冬期の 

採暖に必 

要な経費

補

導

費

券（定期乗車券のない場合にあってはこ 

れに準ずるもの）の実費

算式（2）
職業補導費月額保護単価4,800円X

その月の職業補導機関に通っている措置

児童数

次の算式によって算定した額

ただし、その支弁のできる期間は、10月 

分から翌年3月分までに限る。

算式

次の表の児童用採暖費級地別月額保護単 

価Xその月初日の措置児童数

児童用採暖費保護単価表（措置児童1人当たり）

鹼酬へ・ゝ-ゝW9I 5 » « 4股他 3 8期 2竄毎 削呦删i

知牆就隸、篇ヨ精銚餵、就首 

設、わ机歸、斛不帥无魅歸:

円

6, 820
円

5, 220
円

3, 380
円

2, 520
円

1,260

躺辭般離啟、録城館編 1,130 960 590 380 190

（注）児童用採暖費の級地区分については、一般職の職員の給与に関する法 

律等の一部を改正する法律（平成16年法律第136号）の施行（平成16 

年10月28日）前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条に規定 

する級地区分を使用すること。

知的障害児施設、 

自閉症児施設、盲 

児施設、ろうあ児

（1）その 

児童の就 

職に際し

次の算式（1）によって算定した額とし、

入所措置が解除される日の属する月の措置

費として支弁する。ただし、別に定める基

(17)



就

職

支

度

費

算式（1）

就職支度費1件当たり保護単価77, 0（）0円
Xその月の就職による措置解除児童数

算式（2）

（略）

(18)
（略） （略） （略）

葬

祭

費

別表3
（略）



就 施設、肢体不自由 

児施設入所部若し

必要な寝 

具類、被

準に該当する場合においては、算式（2）に 

よって算定した額を加算する。

職 くは肢体不自由児 服類等の

療護施設の措置児 購入費 算式（1）
支 童であって、その （2 ）その 就職支度費1件当たり保證単価75, 000円

児童が就職するた 児童の就 Xその月の就職による措置解除児童数

度 めその入所の措置 職に際し

が解除されること 必要な住 算式（2）

費 となったもの。 居費、生

活費等

就職支度費1件当たり特別基準保護単価 

137, 510円Xその月の別に定める基準によ 

る就職による措置解除児童数

知的障害児施設、 その死亡 次の算式により算定した額。ただし、そ

(18) 自閉症児施設、盲 児の火葬 の死亡児の葬祭に要した費用の総額が

児施設、ろうあ児 又は埋葬 153, 900円をこえる場合であって、その総額

葬 施設、肢体不自由 納骨その のうちに火葬に要した費用の額が450円を

児施設入所部、肢 他葬祭の こえるときはそのこえる額を、自動車の料

祭 体不自由児を入所 ために必 金その他死体の運搬に要した費用の額が

させる指定医療機 要な経費 10, 760円をこえるときは8,940円の範囲内

費 関、肢体不自由児 

療護施設若しくは 

重症心身障害児施 

設の措置児童であ 

って、死亡したも 

の（以下「死亡児 

」という。）

においてそのこえる額を、それぞれ加算す 

る。

算式

葬祭費1件当たり保護単価153,900円
X死亡児数

別表3

費目の 対象経費 基 準 額

種類

第1欄 第 2 欄 第 3 欄

(1) 児童福祉法第24条の2 児童福祉法第24条の2の規定に基づ



表4 —1
障害児施設徵収金基準額表（扶養義務者用）

（略）



表4 —1

障害児施 

設給付費

に規定する障害児施設給 

付費の支給に要した費用

き、指定施設支援費用基準額につき算 

定した障害児施設給付費の支給に要し 

た費用の額（その費用のための寄付金 

その他の収入があるときは、当該収入 

の額を控除した額）

（2）

高額障害 

児施設給 

付費

児童福祉法第24条の6 

に規定する高額障害児施 

設給付費の支給に要した 

費用

児童福祉法施行令第27条の4の規定 

に基づき算定した高額障害児施設給付 

費の支給に要した費用の額（その費用 

のための寄付金その他の収入があると 

きは、当該収入の額を控除した額）

（3）

特定入所 

障害児食 

費等給付

費

児童福祉法第24条の7 
に規定する特定入所障害 

児食費等給付費の支給に 

要した費用

児童福祉法施行令第27条の6の規定 

に基づき算定した特定入所障害児食費 

等給付費の支給に要した費用の額（そ 

の費用のための寄付金その他の収入が 

あるときは、当該収入の額を控除した 

額）

（4）

障害児施 

設医療費

児童福祉法第24条の20 
に規定する障害児施設医 

療費の支給に要した費用

児童福祉法第24条の20の規定に基 

づき算定した障害児施設医療費の額か 

ら同法第24条の22に基づき給付を行 

わないとした額を控除して得た額（そ 

の費用のための寄付金その他の収入が 

あるときは、当該収入の額を控除した 

額）

障害児施設徴収金基準額表（扶養義務者用）

入所施設

各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分

知的障害児通園

施設-難聴幼児

通園施設及び肢

体不自由児施設





通園部

階層

区分

定 義 徴収金基準額

（月額）

徴収金基準額

（月額）

A 生活保護法による被保護世帯（単給世 

帯を含む）及び中国残留邦人等の円滑 

な帰国の促進及び永住帰国後の自立の 

支援に関する法律による支援給付受給 

世帯

0円 0円

B A階層を除き当該年度分の市町村民税 

非課税世帯

2, 200 1,100

C 1

A階層及び 

D階層を除 

き当該年度 

分の市町村 

民税の課税 

世帯であっ 

て、その市 
町村民税の. 

額の区分が 

次の区分に 

該当する世 

帯

均等割の額のみ

（所得割の額のない世帯）

4, 500 2, 200

C 2 所得割の額がある世帯 6, 600 3, 300

D 1 A階層及び 

B階層を除 

き刖年分の 

所得税課税 

世帯であっ 

て、その所 

得税の額の

15, 000円以下 9,000 4, 500

D 2 15, 001円から

40,000円まで

13,500 6, 700

D 3 40, 001円から 1& 700 9, 300



D 4

D 5

D 6

D 7

区分が次の 

区分に該当 

する世帯

70,000円まで

70,001円から

183,000円まで

29, 000 14,500

183,001円から

403,000円まで

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が 

41,200円をこえ 

るときは41,200 
円とする。）

20,600

403,001円から

703, 000円まで

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が 

54, 200円をこえ 

るときは54, 200 

円とする。）

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徵収。た 

だし、その額が 

27,100円をこえ 

るときは27,100 
円とする。）

703,001円から

1,078,000円まで

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が 

6& 700円をこえ 

るときは68, 700 

円とする。）

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が 

34, 300円をこえ 

るときは34, 300 

円とする。）

1,078,001円から

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額





D 8

D 9

DIO

Dll

1,632,000円まで （全額徴収。た 

だし、その額が 

85, 000円をこえ 

るときは85, 000 

円とする」

（全額徴収。た 

だし、その額が 

42, 500円をこえ 

るときは42, 500 

円とする。）

1,632,001円から

2, 303, 000円まで

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が 

102, 900円をこえ 

るときは102, 900 

円とする。）

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が 

51,400円をこえ 

るときは51,400 

円とする」

2,303,001円から

3,117,000円まで

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が 

122, 500円 

をこえるときは 

122, 500円とする

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徵収。た 

だし、その額が 

61,200円をこえ 

るときは61,200 

円とする。

）

3,117, 001円から

4,173,000円まで

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が 

143, 800円をこえ 

るときは143, 800 

円とする。）

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が 

71,900円をこえ 

るときは71,900 

円とする。）

その月のその措 その月のその措



1（略）

備

考

2 （略）

D12

4,173,001円から

5, 334, 000円まで

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が1 
66, 600円をこえ 

るときは166, 600 

円とする。）

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が8 
3,300円をこえる 

ときは83, 300円 

とする。）

D 13
5, 334,001円から

6, 674, 000円まで

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が1 
91,200円をこえ 

るときは191,200 
円とする。）

その月のその措 

置児童にかかる 

措置費の支弁額

（全額徴収。た 

だし、その額が9 
5,600円をこえる 

ときは95, 600円 

とする。）

D14 6,674,00!円以上 全額徴収 全額徴収

備

! この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法（昭和25年法 

律第226号）第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2 
階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割（この所 

得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5 
条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。）の額をい 

う。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、そ 

の額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割 

の額又は均等割の額とする。、

2 この表のD1-D14階層における「所得税の額」とは、所得税法（昭和4 
〇年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）及び災害被害 

者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第175 
号）の規定によって計算された所得税の額をいう。

考



（1）（略）

（2） 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第 

41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項 

及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5 
第1項

（3） （略）

3 （略）

4 （略）

5 （略）

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとす 

る。

（1） 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号（地方税法第31 
4条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。）及び第3号（地方 

税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。）、第92条 

第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
（2） 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第 

41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第 

1項

（3） 租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附 

則第12条
3 この表の「入所施設」とは、知的障害児施設、自閉症児施設、盲児施設、 

ろうあ児施設、肢体不自由児施設入所部、肢体不自由児を入所さ 

せる指定医療機関、肢体不自由児療護施設及び重症心身障害児施設をい 

う。

4 入所者の年齢が20歳以上の場合は、上表にかかわらず、（1）当分の間徴収 

金基準額（D14階層を除く。）に2分の1を乗じて得た額（100円未満切 

捨て）を徴収金基準額とし、（2）B階層に属する世帯の徴収金基準額は 

0円とする。

5 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲 

げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基 

準額は0円とする。

① 「単身世帯」..... 扶養義務者のいない世帯

② 「母子世帯等」..... 母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第

17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

③ 「在宅障害児（者）（社会福祉施設に措置された児童（者）、児童福 

祉法第24条の2により障害児施設を利用する児童、障害者自立支援法第 

6条の自立支援給付の受給者（障害者自立支援法第5条第5項、第6項 

、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。）又は障害者自立支援 

法附則第22条の特定旧法受給者を除く。）のいる世帯」…次に掲げる児

（者）を有する世帯をいう。

ア身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

〇

ィ 療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号）に定め



別表4 - 2 

（略）



る療育手帳の交付を受けた者。

ウ特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号） 

に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法（昭和34年法律 

第141号）に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者。

工 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号 

）第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

④ 「その他の世帯」........保護者の申請に基づき、生活保護法（昭和25
年法律第144号）に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第5 
6条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯。

6 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その 

月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設 

のこの表の基準額（4の適用後の基準額を含む。）に0.1を乗じた額を 

もってその児童等の基準額とする。

障害児施設徴収金基準額表（入所者用）

別表4 — 2

対象収入等による階層区分

知的障害児施設、自閉症児施設、肢 

体不自由児施設入所部、肢体不自由 

児を入所させる指定医療機関、肢体 

不自由児療護施設及び重症心身障害 

児施設

階層

区分

定 義 徴収金基準額 

（月 額）

1 生活保護法による被保護者（単給を含 

む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰 

国の促進及び永住帰国後の自立の支援 

に関する法律による支援給付受給者

0円

（1階層を除き対象収入額区分が次の額であ 

る者）

1





2 〇円〜 270, 000円 0円

3 270,001 〜 280,000 1,000

4 280,001 〜 300, 000 1,800

5 300,001 〜 320, 000 3,400

6 320,001 〜 340, 000 4, 700

7 340,001 〜 360, 000 5, 800

8 360,001 〜 380, 000 7, 500

9 380,001 〜 400, 000 9,100

10 400,001 〜 420, 000 10,800

11 420, 001 〜 440, 000 12, 500

12 440,001 〜 460, 000 14,100

13 460,001 〜 480, 000 15, 800

14 480,001 〜 500, 000 17, 500

15 500, 001 〜 520, 000 19,100

16 520,001 〜 540, 000 20, 800
17 540,001 〜 560, 000 22,500

18 560,001 〜 580, 000 24,100

19 580,001 〜 600,000 25,800

20 600,001 〜 640, 000 27, 500

21 640,001 〜 680, 000 30, 800

22 680,001 〜 720, 000 34,100

23 720,001 〜 760, 000 37, 500

24 760,001 〜 800, 000 ' 39, 800

25 800,001 840, 000 41,800

26 840,001 880, 000 43, 800

27 880, 001 •〇^ 920, 000 45,800

28 920,001 〜 960, 000 47, 800

29 960, 001 〜 1,000, 000 49,800

30 1,000,001 〜 1,040,000 51,800

31 1,040,001 〜 1,080,000 54, 400

32 1,080,001 〜 L 120,000 57,100

33 1,120,001 〜 1,160,000 59, 800

34 1,160,001 〜 1,200, 000 62,400

35 1,200,001 〜 1,260,000 65,100

36 1,260,001 〜 1,320,000 69,100



37 1,320,00!〜 1,380,000 73,100

38 1,380,00!〜 1,440,000 77,100

39 1,440,00!〜 1,500,000 81,100

40 1,500,00!円以上 81,100F3+ (150 万円超過額 X 0.9*12

月）（100円未満切捨て）

備考

当分の間、上表にかかわらず費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。

重症心身障害児施設 90, 000円

その他の施設 50, 000円

※ この表における「対象収入額」とは、前年の収入額から別に定める基本控除及び 

租税等の額を控除した額をいう。



别農5 障害児施股事務費の保證単価（児童1人当たり）ft

!一般分ftS・価

别ft 5 障害児施設事務費の保護単価（児童1人当たり）ft

1一般分保護単価

¢1）知的障害児施設

地域区分

定員
liff地 2級地 3級地 （削除） 4級地 （削除） 5撮地 （削除） 6級地 側除） 7級地 その他

10人
11 ~ 20

円 
44〇. 790 
296.400

円 
431.470 
290.070

円

422,150
283.730

円
417.200
280, 450

円
410. 810
276.060

円
404, 410
271,650

円 
394. 640 
265, 000

円 
384. 830 
258, 390

30人まで

3!〜40
41 ~ 50
5!〜60
61〜70
71 ~ 80
81 ~ 90
91 ~ 100

101 ~ 110
111 ~ 120
121 ~ 130
13!〜140
141 ~ 150
15!〜160
161 ~ 170
171 ~ 180
181 ~ 190
191人以上

229.33Q 225.010 22〇・ 690 218.500 
198. 450 
179. 380 
173, 350

215.460 ?12.470 207.990 203. 420
20&490 204, 490

185.210
20〇. 500 
181.360

195.690 192.870 188 760 184. 590
血卿 176.760 174 060 170.080

164 260
166.050
16〇. 330l.8L770 179.030 血290 1?〇・ 730 168.120

176.510 
168. 350 
164.150 
158-070 
1ST 180

172.890 
〔64, 900 
16〇. 760 
154.790 
皿910

1$9,260 167.390 
159. 550

164.820 162. 290
154. 740

15& 560 154. 780
161,430 157.170 151.170 147. 550
157.360 155. 600 153. 240 15〇・ 860 147.360 143 800
151.500 血770 147.480 145.170 141.790 138 330
15〇. 650 148.970 146. 670 144. 380 141 010 137.620

156.400 153.150 149, 910 148.200 145. 930 143.670 140 310 136910
155.640 152.380 149.160 147.440 145.190 14? 950 139 570 136. 200
154, 390 151.240 148.090 146.460 144. 250 142.060 138 760 135.460
154.000
152, 930

〔5〇・ 800 
149.730

147.590 145.910 143. 690 141.450 138. 090 134 740
146. 530 144.900 142. 690 14〇. 480 137 070 133.740

15L830 148.660 145.480 143.900 141.640 139 430 136.150 132.770
15〇. 750 147.610 144.450 142. 780 140.610 138. 450 135.150 131.830
149.570 146.460 143.330 141.710 139.550 137 380 134.100

133.120
130.810 
129, 870148.500 145.390 142.290 14〇・ 650 138.490 136.370

（注）r!。人」及び「11~2 0人」の単価は、知的障害児施設を本体施設とし、障害者支援施設（障害者自立支援法施行 
擦/の也皿してい・“碎昨址 曲咖心い®.,沁す®5

（1）知的障害児施設

地域区分

定員

1級地 2紬地 3級地 4級地 5級地 6観地 フ級地 8級地 9級地 1〇級地 11級地 その他

10人
11 ~ 20

円 
436. 030 
293. 250

円 

428.050 
287. 780

円
422.150
283, 730

a
419. 700
282. 080

円
417.250
28〇. 450

巴 
414.010 
278.250

円
410.810 
276. 060

a 
407.550 
273.870

円
404,410
271,650

EL
401.120

円

394.680
円

384.870
258,390269, 430 265.000

30人まで

31 ~ 40
4!〜50
5!〜60
61 ~ 70
71 ~ 80
81 ~ 90
91 ~ 100

101 ~ 110
111 ~ 120
121 ~ 130
13!〜!40
141 ~ 150
151 ~ 160
16!〜170
17!〜180
181 ~ 190
191人以上

227.5“ 
206.860 
187.520
181.180

223.650
203.230
184.020
177, 820
171.760
164.430
159, 720
153.720

22〇. 720 
20〇. 550 
181.400 
175, 310 
169, 300 
161.450
157. 400
151.520

219, 620 
199, 520 
180.420

218. 530 217.020 215.490 214. 010 212. 500 
192. 910 
174.100 
16&140 
162.310 
154.780 
15〇. 900 
145.190

211.000
191.530 
172, 750 
166.840
161.100

208.020 203.450
198.490 197.120 195. 710 194. 330 

175, 420 
169.420 
163, 590
155, 940 
152.120 
146. 360

188. 780 184. 610
179.420 178.110 176. 800 170.100 166. 090

174. 330 173.370 172.050 17〇. 750 164.280 16〇. 350
175.080 168 360 167.410 166.140 164 860 15& 580 154. 800
169. 550
162.830
156. 750

160.510 159. 590 158.380 157 190 153. 580 151.190 147.570
156. 540 155. 640 154.450 153.280 149. 740

144. 070
147.390 143.820 

138. 350150 630 149.790 148.650 147. 500 141.810
155. 880 152.870 15〇・ 690 149.840 149. 000 147.850 146, 690

145.950 
145.210 
144. 270
143.710
142.710

145. 560
144.830
144.100
143.180
142.590
141.580

144.400 
143. 690 
142.970
142.090
141.480
14〇・ 500

143. 280 141.030 137. 640
155.140 152.160 149. 940 149. 080 148. 220 147.090 142.570 14〇. 340 136. 940
154.310 151.350 149.180 148.320 147. 460 146.340 141 830 139.590 136.220 

135. 480153.100 150.230 148.120 147. 290 146. 480 145.380 14〇. 980 138.790
152. 700 149. 790 147. 620 146 780 145. 930 144. 830 14〇・ 360 138.120 134 760
151.590
15〇. 540

146 700
147 650

146.550 145. 730 144. 920 143. 800 139.340 137.090 133.760
145 510 144 710 143. 920 142. 790 141.660 14〇. 570 139.460 138. 340 136.170 132.790

149.490
14& 300
147.190

146.600 144.480 143. 640 142.800 141.710 14〇. 630 139510 138. 480 137.360 135.170 131.850
145.460 
〔44. 400

143.360
142.310

142.550
141.490

141.740 
14〇. 680

14〇. 650 139.570 138 500 137.400
136.390

136.310 134.130 130.840 
129. 900139.610 138.520 137.440 135, 310 133.140

（注）「10人」及び「11~20人」の単価は、知的障害児施股を本体施股とし、障害者支援施設（障害耆自立支援法施行 
後もなお従前の例により運営している身休障害者更生施設を含む。以下この別«5において同じ。）を併設する埸舍に逋用 
すること。

（1）一 2知的障害児施般

（障書者支援施設を本 除施股とし知的障］F児施設省・併股する!•合）

地域区分

定員

1級地 2級地 3級地 （削除） 4級地 （削除） 5級地 （削除）6繼地 （削除）| 7級地 その他

10人
11 ~ 20

円 
147. 840 
150.800

円 
145.160 
147. 750

円 
142.450 
144. 690

円

141.080 
143, 070

円 
139.180 
14〇. 940

円 
137, 320 
13& 800

円 

134.490 
135, 700

円
131.690
132.460

（1）-2知的障害児施設

（障害者支援施設を本体施設とし知的障害児施股を併設する增合）

地域区分

定員

［級地 2級地 3級地 4扱地 5扱地 6級地 フ級地 8級地 916地 1〇級地 11級地 その他

10人
11 ~ 20

円 
146. 600 
149.240

円
144.260
146.640

円
142.570
144.720

141.880
円 

141.200 
143.120

14〇・ 250 
〔42.040

円
139 300
14〇・ 970

H
138. 350
139.920

円
137.430 
138. 830

136. 480
円

134.600
135.730

円
131.790
132.490143.910 137. 790

（2）第二穫自閉症児施設

地域区分

定・

1扱地 2級地 3級地 4級地 （№1 除） 51»地 （削除） 61ft地 （削除） 7級地 その他

40人まで

41 ~ 50 丿
51 ~ 60
61〜?0
?1人以上

円
230.130

円 
22112Q

円 

219. 280
円 

216, 740 
207.010 
198.350

円
213. 560

円

2!〇・ 560
円

205 710
円

20〇. 780
21L550 214.480 209.420 203.910 201.060 196. 430 191.750
216 260 205.47Q 200.660 195. 410 192.600 188.190 183. 670
20〇. 930 
191.斡 Q

196. 360
皿300

191W1Q 189. 580 186. 770 184. 080 179. 790 175.500
182.960 18〇. 870 178.150 175.560 171.450 167. 330

（2）第二穫自閉症児施般

地域区分

定員

lift地 2級地 3級地 4級地 51ft地 6級地 71ft地 816地 9峨地 1 016 地, 11級地 その他

40人まで

41 ~ 50 丿
51 ~ 60
61 ~ 70
71人以上

円
226. 880

円 
222, 560 
212.430 
203.540

円 
219.330 
209.470 
20〇. 690

円 
218.050 
208.270 
199. 540

円 
216. 790 
207.060 
198. 390 
189.620 
18〇. 930

H 
215. 210 
205, 520 
196. 930 
188.220 
179, 570

円 
213.610 
203.960
195.450

巴 
212, 020 
202, 450 
193, 940 
185, 350
176 830

円 
210.610 
201.110 
192.640 
184.120 
175. 620

巴 
209.000 
199. 560 
191.160 
182.680 
174. 230

円 
205.760 
196, 470 
188.210 
179. 830 
171.490

円

20〇・ 830
216. 430 191.790
207.410 183. 710
198 500 194.710 191.850 19〇・ 740 186.810 175. 540
189 370 185. 720 183.020 181.970 178.190 167. 370



（3）知的障書児通!・施設 （3）知的障害児通I・施設

«4EZ 分

定員

［扱地 2緑地 31ft地 （剖除） (MINE) 5观地 (MNt) 6怨地 （削矗） 71ft地 その他

30人まで 

3!〜40丿 

41〜50
51 ~ 60
61 ~ 70
71 ~ 80
81人以上

円 
144.480 
131.180
117.260
105.420
100.710
95, 940
91.270

円
141.330
128.330 
114.730 
[03.150
98.540
93.890 
89.330

円
138.160
125.470
112.200 
皿880
96. 370
91.840
87.380

円 
136.520 
123.950 
110.890 
99.710
95.250 
9〇. 770

円
134.360

円
132.150
12〇・ 020

円 
128.860 
117.050 
〔04, 740
94.130
89. 970
85, 730
81.610

円 
125.560 
114.030 
〔02.080 
91.790
87, 710
83, 630 
79, 600

121.970
109.130 
9&100 
93, 720 
89.340 
85.000

107.390
96.510 
92.210 
87.930 
83, 67086. 360

地域区分

定H
1級地 2級地 3級地 41ff地 51ft地 616地 7级地 816地 gift地 1〇色地 1118 地 その他

30人まで

31 ~ 40 丿
41 ~ 50
51 ~ 60
61 ~ 70
71 ~ 80
81人以上

円
143.020

円
14〇. 220

円
138.140

fl
137.310 
124. 690 
111.520 
100.270
95, 800 
91.300
86.860

円 
136.500 
123.930 
110.870
99.700
95.240
go.760
86.350

fl 
135.410 
〔22.930 
109, 990
98.890
94.470 
90.050
85.670

円 
134.320 
121.940 
109.110 
98.090 
93.710 
89.330 
84.990

fl 
133. 230 
12〇. 970 
108.220
97.300
92.960
8& 600
84, 320

円 
132.130 
119.990 
107. 370

96, 500
92.200
87.930
83. 670

H 
131.040 
118, 970 
106, 470
95. 710
91-450
87.180
82, 970

円 
128. 840 
117.030 
104. 720
94.120
89.960
85,730
81.600

円 
125.540 
114.000 
102. 060 
91.780 
87, 700
83.630
79.580

129.890 127. 320 〔25. 440 
112.180 
〔00.860
96.360
91.830
87.370

115.860 113.750 
〔02.240
97.690
93.030
88.540

104.190
99.520
94.680
90.160

f
（注）肢体不自由児、・催幼児が知的障書児通を利甬する場舍には、受入施股である知的障害児通!M股の定員及び 
峨地区分で定まる肩額単価を迪用すること。また、知的障害児が肢体不自由児通・■施設を利用する堰舍には、知的障害児通 

BttRの月ffiJMttを受入施設である枝体不自由児通｛・施設における定員及び0地促分に応じて算定すること。
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（4）盲児備股

地域屋分

定・
11f»地 2級地 3繰地 （制除） 41»地 （削除） 51ft地 （削除） 6級地 (IMMt) 7色地 その他

30人まで 

31 ~ 40；
41 ~ 50
51 ~ 60
61 ~ 70
71 ~ 80
81 ~ 90
91人以上

円 
212.430 
190.400 
169.290 
163, 740 
15& 500

円
208.190 
186.570 
165.860 
〔60.440
155.250

円 
203, 960 
182 740

円
201.780

円
198.820

円
195.880

円
191.480

円
187 040

18〇. 710 178.060 175. 410 171.420 
152.290 
147.250 
他440 
137.720
132.970

167.430
148.720
143.800
139.090
〔34.450
129. 770

162.430 16〇. 660 
155.420
15〇. 330
145.390

158.250 155 890
157.110
152.020
147.030

153.080 
〔48.080
143.180
138.280
133.400

15〇. 770
145.820
141.020
136.170
131.320

153.310 150.170
148.130 〔45.070

139.960
142-010
137.010

14〇・ 420
135.500M2.930 128.270 125.150

（4）盲児施設

地域区分

定員
1級地 2繰地 3級地 416地 516地 6级地 71ft地 81»地 916地 1〇壘地 111ft 地 その他

30人まで

31 ~ 40 丿
41 ~ 50
51 ~ 60
61 ~ 70
71 ~ 80
81 ~ 90
91人以上

円

2!〇. 740
円

20& 860
円

203.990
巴

202.910
181.750
161.570
156.290
151.210

円 
201.810 
18〇. 750 
16〇. 680 
1阪 440

巴 
200.310 
179.440 
159.470 
154. 280 
149. 240

R
198. 840

巴 
197.370 
176. 750 
157.100 
151.950 
146, 950 
142.140 
137.250 
132.420

円 
195.900 
175.450 
155. 910

fl 
194.410 
174.100 
154. 730 
他630 
144.730 
139. 930 
135.120 
130 330

円
191.500

円
187.060
167 470188.890 185.370 182. 780 

〔62.450 
157.130
152. 060 
147.060

178.100 
158.270 
153.120
148.100

171.460
167. 930
162.400
157.280

164. 780
159.380
154.270
149.230

152.310
147.270
142.470

14& 740 
143.830 
139.110
134.480
129.800
125.180

15〇・ 790
15〇・ 370 M5.850 

141.040
136.200
131.340

152.120 146.240 145.410 144.330 143. 200 137 740
146. 900 144.110 142. 040 141.240 14〇. 450

135.530
139.390 
134- 480

138.310 133.000
141.750 139.050 137.030 136.290 133.430 128.300

（4）・2 盲児施設 （4） -2 盲児施般

（盲児篇股を不体屿設とし、ろうあ児施設又は!・害看支援鷹股を併設する堆舍）

地域区分

定員
2IR地 3案地 （酗除） 416地 （削住） 51ft地 （副除） 618地 （削除） 7録地 その他

5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
 

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

以 

人 

人 

〇 <1 AO 
6
 1
— 1
— 1
— 1
1
1
— 1
— 

1> 1
— 1
— 2
 2
 3
 4
 LO  6
 7f 8
 9

円
438.770

円 
429.450 
322.140 
269.280 
247.050 
209.220 
188.110 
175.240 
161.270 
156.040

円 
420.130 
314. 850 
263.140 
241.670 
204. 780

円 
415. 310 
309. 980 
25LQ60

円 
40& 860 
305,150 
254.920

円
402.370

円
392.590

円
382.870
285,690
238.600 
22〇. 250 
187.040
168. 000

329. 430 30〇. 320 
25〇. 850

292,960 
244. 740275. 420

252. 380 
213. 660 
192.150

23&110 234.520 23〇. 910 225. 550
201.780 198. 800 195, 880

176. 010
191.480
171.980184.100 

171.420 
157. 800
152. 660 
⑷.640 
142, 600

181.350
168.820

178.700
179.060 
164, 750 
159.400

〔66.300
153.150
148.110

163. 780 159. 960 156 140
155-490 15〇. 840 147.330 143. 910
15〇. 380 145 880 142. 460 139.130

〔54.240 15〇. 930 
〔45.800 
14〇・ 690

14L4W 143.220
138.300

141.000 137. 680 134. 430
149.000
143.800

14〇. 440 136 ?00 132. 990
128. 280

129. 800
125.150137.580 135.510 133.420 131.350

（盲児施設を■本体施股主し、ろうあ児施設又は障害者支撓施設を併般する堰舍）

地域区分

定員

1級地 2扱地 3扱地 41ft地 51ft地 6级地 7级地 81ft地 9怨地 1 01ft 地 1山地 その他

10人
11 ~ 15
16 ~ 20
21 ~ 25
26 ~ 30
31 ~ 40
41 ~ 50
51 ~ 60
61 ~ 70
71 ~ 80
81 ~ 90
91人以上

円 
434.150 
327.000 
273.400

円 
426.090 
319. 680
267.270
245.270

円 
420-180 
314, 850 
263, 200 
241.720

Q 
417. 740 
312.430

円 
415,310 
309. 980 
259.120 
238.160

fl
412. 070

円
408,860
305,150
254.980

巴
405.560
302.670

円 
402, 420 
300, 320 
250.910 
23〇. 960 
195.900 
176.050 
163.820

fl
399.150

円
392. 630

円 
382.910 
285, 690 
238-650 
22〇. 280 
187.060 
168.040 
156.180 
143.930 
139.160 
134.450

307, 580
257.050

297.870 292. 960
244 790261.140 

239. 940
252, 970 
232. 740 
197.390 
177.380 
165.060

248 870
250.610 236.350 

20〇. 300 
180.060 
167.620
154.340

234, 570 
〔98.820 
178, 740 
〔66.340 
153.170

229.160 
194.410 
174. 710
〔62.550
149.710

225. 600
191.500 
172.020 
〔60.000
147. 350

212. 630 207.940 
187.000

204.810
184.140

203. 310 201.810
191.260 182. 760 

170.150
156, 670

181.390 
168.860 
155.510

178.080 □龟100 171.460
163. 960 
158.670
153.500
148.330

160.290 
〔55.080 
150.010 
144, 930
139.800

157.820 152.030 15〇. 860
152.680 
147-670 
142, 630 
137.610

151.540 
14& 550 
141.550
136.560

15〇・ 400 
145.430 
14〇. 460
135.540

149.260 148.140 146.970 145.900 144. 770 142. 480
144.330 143.240 142.110 141.030 139. 920 137. 710
139. 410 138.320 137. 280 136. 220 135.140 133. 010 129.830

125.180143.100 134. 500 133.450 132.430 131.380 13〇. 360 128.310



（4） -3 盲児施股

（ろうあ児施股又は障書者支援:竈股を本体施設とし、肓児議 股を併股するi・合）
地域区分

定員
1載地 2級地 3級地 （削除） 4扱地 （削除） 5级地 （削離） 6扱地 （削除） 7扱地 その他

5人
6-10 

11 ~ 15 
16 ~ 20 
2!〜25 
26 ~ 30

円
175.470

円 
172.500 
14〇. 370 
127.870 
123.480

円

169.560
137.660
125.280
〔20.900

血01Q
H

165. 930
円

163.890
円

16〇. 780
円

157.700
143JW 136.250 134. 370 132. 480 129.620

117. 650
176.840

13SUZ2 123, 960 122.140 12〇・ 340 114.920
126480 119. 550 117. 740 115. 970 113.240 110 560
122 330 119. 830 117. 320 116. 020 114. 260 112.500 109910 107.310
117JI0Q 皿950 112.490 111.220 109. 500 107.800 105.230 10? 660

（5）ろうあ児楣叠

地域区分

定員

1級地 2怨地 3級地 （削除｝ 41ft地 （削粽） 5級地 （削除） 6級地 （削除） 716地 その他

30人まで 

3!〜40 
4!〜50
51 ~ 60
61 ~ 70
71 ~ 80 
81〜90
91人以上

円
21U36Q

円
207.130

丹
202.90Q

円

20〇・ 700
円

197.760
円

194. 840
円

190.380
円

1B5 970
189.450 185.630 181.810 179. 820 177.160 174. 500 1?〇, 49D 166. 550
168.450
1W..Q8Q

165.020 
159.750

161.620 159, 900 157.530 155.130 151.500 147 930
156.420 154. 720 152.410

147.510
15〇. 090 146 590 143.130

157.890
1$23

154.670
149.660

151.410
146.520

149. 740 145. 230 141.850 138 470
144.880 142. 680 14〇. 530 137.220 133.950

147,74Q 144.690 141亠640 140.090 137.950 135 810 132. 630
127.960

129. 440
1?4 830142M 139.68Q 畑715 135.150 133.100 131.030

（5） -2 ろうあ児施設

（ろうあ児施料を本体雋股とし、 盲児施股又は障書者支撰的般を併設する增合）

地域区分

定員

1載地 2級地 3載地 （剛除） 4級地 （削除） 51ft地 （削除） 6级地 （削除） 7後地 その他

5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
 

1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

以 

人 

人 

〇 1
 6
 1
— 6
 1
1
1
— 1
— 1
— 
1
 

1
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

円 

43$期
円 

426, 560 
318.670 
267.600

円 
417,240 
311,680 
261.700

円 
412.320 
308. 010 
25& 630 
225. 830

円 
405. 900 
303,170 
254. 540

円 
399. 460

円
389. 730

円
379. 940

325. 670 298. 320
250 460

290,910
244.250
213 250

283,710
238.100
207.830

273・血
238, 790 
211-420

233. 650
207.180

228, 49Q 222.230 218.620
202. 940 20〇・ 680 197.760 194 820 190.410 185.970

189.460
1W.-5OT

185.660 
165.070 
159, 750
154.670

181.830
161.640
156.440

皿驰 177.1S0 门 4.500
155.140

1?〇・ 490 166. 550
159.940 157. 520 151.510 147. 930

163. 080 
ISLiZfi

154.730 152.410 150 100 146. 610
141.860

143.130 
138. 470151.430 149. 780 147.500 145. 250

152..S1Q 149.680
144.690
139.660

146, 530
141.640
136.690

144. 900
140 110

142.710
137.940
133.110

14〇・ 520 137. 240 133 950
147.240 135.810 132.640 129 440
]42.62D 135.160 131.040 127.990 124, 830



(4) -3 盲児施設

(ろうあ児施股又は障害看支援1庖股を本鸟“施股とし' ・児廉設を倂股する埸舍)

地域区分

定員

1級地 2級地 3級地 416地 5級地 6级地 7级地 8级地 91ft地 1〇级地 その他

5人
6—10

11 ~ 15
16 ~ 20 
2!〜25
26 〜30

円

174. 040
円

171.510
円

169. 650
fl

168.860
円

168.100
H

167.070
円

166. 020
巴

165.010
R

163. 980
H

162.940
131.640
119.510
115.150
111.700

円 

16〇. 870 
129.730 
117.710 
113. 340 
109.980

円
157.800

141.820 139, 500
126. 990

137. 780
125. 350

137.080 136.360 135.420 134. 470 133.530 132.580 126.950
129. 210 124. 680 124.030 123.120 122.210 121.300 

116. 930
12〇・ 420 114. 980

124.830 122.610 12〇. 990 12〇. 320 119. 640 118. 740 117.840 116.060 110.640
121.120 118.990 117. 400 116.740 116. 090 115.210 114. 330 113. 440 112.560 107.380
116.210 114.100 112. 540 111.910 111.280 110.400 109. 560 108. 700 107.860 106.980 105 290 102.710

(5)ろうあ児施股

地域区分

定員

1級地 2級地 3級地 4級地 5扱地 6級地 716地 8級地 9級地 1〇扱地 11 iftife その他

30人まで 

31 ~ 40
41 ~ 50
51 ~ 60
61〜70 
7!〜80
81 ~ 90
91人以上

円

209. 760
円

205,840
円

202. 930
fl

201.840
円

20〇・ 730
fl

199.260
円

197.780
H

196.290
円

194.860
巴

193.360
円

19〇. 420
円

186.010
188. 000 184.450

164.000
181.850
161.640

180.870 179.860 178.540 177. 200 175.860 174.540 173.200 
153. 940 
148.950

17〇. 530 
151.520 
146. 610

166.570
167.170 160.770 159.920 15& 740 157. 550 156.310

151.290
146.370

155.150
150.110
145.260

⑷.950 
143.150 
138.500
133. 980

161850 15& 750 156. 460 155.620 
15〇. 630

154.760
149.770
144. 900

153.590 152.450
156.760 153.710 151.450 148, 660 

〔43. 820 
139.040 
134.150

147.530 144.140
139.440

141.880 
137. 240151.680 148.750 146. 550 145. 720 142. 700 

⑶.970 
133.120

141.630 14〇. 550
146.640 143.790 141.660 14〇・ 890 140.120 136. 920 135.840 134.770 132. 660 129.470
141.560 13& 790 136. 730 135. 950 135.170 132.080 131.050 13〇. 020 127.990 124. 860

(5) -2 ろうあ児施般

〈ろうあ児施股を本体施股とし、盲児施設又は障害者支援施設を併股する堰合)

地域区分

定員

1級地 2級地 3級地 4迥地 5級地 6怨地 フ!6地 8级地 9観地 10畴い级地 その他

10人
1!〜15 
16 ~ 20 
21 ~ 25 
26 〜30 
31 ~ 40 
4!〜50
51 ~ 60
61 ~ 70
71 ~ 80 
81〜90
91人以上

431.170
円

423.160
円 

417,240 
311,680 
261.760 
22& 520

巴
414. 780

円 
412.370 
308, 010 
25& 690

fl 
409.130 
305, 610 
256.620

円 
405, 900 
303.170 
254.600

fl 
402. 690 
30〇. 690

丹
399.500

fl
396.230 
295.860 
248.410 
216.880
193. 360

円
389.770

円 

379. 98Q 
283.710 
238.150 
207.880 
186.010

322.180 316.140 309.840 29& 320
25〇・ 52027〇. 560 265.470 26〇・ 220 252.490

236.180 231.780 227.200 225.880 224.070 222.260 22〇. 440 218.650
209. 720 205. 840 202. 970

181.870
201.840
180 870

200.710
179.900
159.960

199, 230
17& 530
15& 760
153.610

197. 780 196. 300 194.860
187.920 184.450 177. 220 175.860 174.540 173.190 166. 570
167.080
161.760
156. 660

163.970
158.720
153.670

161.660 16〇・ 790 157, 540
152. 450

156.330
151.280
146.400

155.160
150.120
145.280

153.950

141.880

147, 950
143.150
138. 500

156.460
151.470

155.600
150.640

154. 750
149 810

148.950
144.140148. 660 147.530

151.600 148.710 146. 560 145. 740 
14〇. 900

144. 920 
14〇.130
135 190

143.820 142. 730 141.620 140.540 139.440
134. 770

133,980 
129. 470146. 520 143. 720 141.670 139.040

134.150
137.970
133.140

136. 910
132.090

135. 830
141.450 138.750 136. 720 135.960 131.060 13〇・ 050 124, 860



（5） -3 ろうあ児施股 （5） -3 ろうあ児施設

（盲児施倉又は障書耆支援施股を本体施般とし、ろうあ児施設を併設する埸合）

地域区分

定員

1繰地 2級地 3扱地 （削除） 4級地 （剛除） 5級地 （削除） £1a地 （副除）「 71ft地 その他

5人
6 ~ 10

11 ~ 15
16 ~ 20
21 ~ 25
26 ~ 30

円
175.230

円
172.320 
〔40.300 
12&080 
〔24.480
119.120

円
169.390
137.590
125.500
121.870
116.600

円
167.860

円 
165.820 
134.290 
122.360

円 
163, 820 
132. 400

円
16〇・ 680

円
157. 690

143.010 136.160 129. 560 
117.860
114.180
109.180

126, 750 
115.190 
111.460
106. 510

13〇・ 660 124.160 12〇・ 570 
116.890 
111.800 
108. 390

127.070 12〇. 500 118.690
113.540121.650 115.280

111.840118.000 115.550 113.080 110-110 105.810 103. 210

（盲児施設又は障害者 支援施設 を本体施・殳とし、ろうあ児龍 般を併設する!•含）

地域医分

定員

1級地 2繊地 3級地 41ft地 5扱地 61ff地 716地 8色地 916地 1。級地 T 11ft 地 その他

5人
6-10 

11 ~ 15
16 ~ 20 
2!〜25 
26 ~ 30

円
173. 850

円
171.310

円
169.480

巴
168.720

円
167.950

巴 
166, 930 
135.340

円 
165-910 
[34.400 
〔22.430 
118.780 
113 610

巴 
〔64.850 
133.460 
121.530

円
163. 910

fl 
162. 850

円 

160.770 
129. 670

円
157, 770
126.860141.710 139 410 137.710 

125. 570
137.000
124.910

136.270 132.500 
[2〇. 640
116, 990
111.870

131.580 
119, 720 
116. 090 
110. 980

129.460 127.210 124.240 123.330
119.690
114.470

117.920 
114. 260

115.250
111.550125. 870 123. 620 121.970 121.280 12〇・ 590 117.860

112.69012〇. 460 118. 270 116. 680 116.020 115.350 〔09.250 
25.860

106, 580
103. 270116. 820 114. 690 113.130 112.510 111.890 111.020 110.170 109.330 [08.450 107. 590

辺

（6）難聽幼児通・I施股

地域区分

定員

11R地 2級地 3級地 （制除） 4级地 （削徐） 5級地 （剛除） 61¢地 （剛除） 71ft地 その他

30人まで

31 ~ 40
41人以上

円
21 〇. 280
192.260
174.580

円 
205.730 
18&110 
170.830

円 
201.170 
183.960 
167.110

円 
19& 770 
181.780 
165.190

円 
195, 580 
178, 900 
162. 570

円 
192.400
175.970
159.970

円 
187, 700 
171.700 
156.110

円
182.960
167.370
152.170

¢6） K睫幼児通!S施設

地域区分

定・

1級地 2級地 31R地 4級地 51ft地 61B地 71ft地 91ft地 1〇級地 1［載地 その他

30人まで 

31〜40
41人以上

円 
208.160 
〔9〇・ 340 
172. 920

円 
204.120 
186.660 
169.550

円
201.130 
183.930 
167.080

fl 
199. 920 
182.830 
166.110

円
19& 740
181.750
165.160

fl 
197.140 
18〇・ 300 
163.830

円 
195.530 
178.870 
162, 540

巴 
血980 
177.420 
161.270

円 
〔92. 350 
175.940 
159, 940

fl 
19〇・ 780 
174.520 
〔58- 660

円 
187.650 
171.670 
〔56.080

円 
182.910 
167.340 
152.140

（注）枝体不自由児、幼児が知的障害児通!&施設を利用する增合には、受入施股である知的障害児通!E施股の定員及び 
1ft地区分で定まる月ffiMAを連用すること。また、知的障害児が技体不自由児通险施股を利用する埸合には、知的障害児通 
i・施設の月a（maを受入施設である肢体不書由児通聞施設における定員及び級地区分に応じて算定すること。

（注）肢体不育由児、難聽幼児が知的障害児通00施股を利用する場合には' 受入施股である知的障害児通!■施餒の定員及び 
級地区分で定まる月額単侦を逋用すること。また、知的障害児が技体不自由児通KffiRを利用する41合には、知的障害児通 
・施設の月額単fEを受入施股である枝体不自由児通園施設における定員及び級地乞分に応じて算定すること。

（フ）肢体不自由児療議施設

地域区分

定員

地 21ft地 31ft地 （削除） 416地 （割除） 516地 （削MQ 61ft地 （削除） 716地 その他

50人まで

51 ~ 60
61 ~ 70
71人以上

円 
237.330 
232..?¢¢ 
22& 470 
如000

円 
232, 430 
228.040 
223. 730 
219.370

円 
227. 530 
223,220 
219,000 
214,750

円 
224.54Q 
220,720 
216,530 
212.370

円 
221,570 
217.390 
213.260 
209,190

円
218,180 
214,020 
209, 990 
205, 970

円
213.030
209,050 
205, 030 
201.110

円 
207, 930 
203.950 
20〇. 070 
196, 270

（7）肢休不自由児療護施投

地域区分

定員
1級地 2級地 3級地 4級地 51ff地 61B地 71ft地 81ft地 91ft地 1〇級地 1lift 地 その他

50人まで

51 ~ 60
61 ~ 70 
力人以上

円

235.390 
23〇. 730
226.590 
222. 200

円 

23〇. 860 
226.410 
222. 240 
217.950

円
227,530
223.220 
219.000 
214,750

fl 
226.230 
221.970 
217.760 
213.560

円 

224, 920 
220,720 
216,530 
212,370

fl
223.230

円
221.570 
217.390 
213, 260 
209,190

巴
219.820

円 

218.180 
214. 020 
209. 990 
205, 970

巴

216.440 
212.360 
208.320 
204.350

円
213.010 
209, 050 
205.030 
201.110

円 
207, 930 
203.950 
200,070 
196.260

219.050 215. 680
214.900
210.770

211.570
207. 550

2加算分保！!単传

（1）小规模施股加算分ftS・価

（丸的障害児施 艮、第二種自朋症児施股、!『児施股、 ろうあ児施般）

地域区分

定員

1級地 2級地 31R地 （剛除） 41fttf! （削徐） 51ft地 （削除） 6級地 （削除） 7级地 その他

1Q人まで 
11-20

円
54. 670
27.280

円
53. 430
26. 660

円
52.200
26.060

R 
51.550 
25. 720

円 
5〇. 670 
25.300

円
49. 820
24. 860

円
48.580
24.250

円
47.280
23. 600

30人まで 

31人以上
18.050 
〔4.440

H. 660
14.130

17,280
13.810

[7.040 
〔3.640

16.79Q
13.430

16. 550
13.210

1&110
12.860

15. 72。

12. 550

2加算分保護単価

（1）小規模施設加算分保護単億

（知的障害児極設、第二種自朗症児施股、盲児施股、ろうあ児施股）

地域区分

定員

1級地 2級地 3級地 416地 51ft地 6級地 7接地 816地 gift地 1 01ft 地1116 地 その他

10人まで 

11-20

円 

54.120 
27.010

円
53.050
26.490

円 
52, 270 
26.090

fl
51.940

円
51.610
25. 750

H
51.180
25. 550

円 
5〇. 740 
25.340

巴
50.310
25.110

円
49.890
24. 890

巴
49.460
24. 680

円
48, 640
24.280

円
47.340
23. 630

30人まで 

31人以上
17.920 
〔4. 320

17.560 
〔4.040

"300
13.840

17.170
13. 750

17.060
13.670

侃930
13.550

16.820
13.450

16.660
13.330

[& 580 
〔3- 230

16.410
13.110

16.130
12, 890

15. 740
12.580

（注〉「1〇人」及び『11~20人」の単価は、知的障害児施股と障害者支援施設を併股する増合に通用すること 。 （注）「1〇人」及びn1-2〇人」の単価は、知的障窖児施設と障害者支を併設する增舍に,用すること。



（1）-2小規模施設加算分保議単価

（盲児施股、ろうあ児施股）

地域区分

定員

1級地 2級地 3繊地 （削除） 4級地 （削除） （削除） 6级地 （剛離｝ ？級地 その地

5人
6 ~ 10

11 ~ 15
16 ~ 20
21 ~ 25
26 ~ 30

円 
109.410 
54. 670 
36.380 
27.280 
21.820
18, 050

円 
106.940 
53.430 
35.580 
26, 660 
21.320 
17.660

円

104. 490
52.200 
34.760
26.060 
2〇. 830 
17.280

円
103.190

円
101.450

円 
99, 750 
49.820 
33.190 
24, 860 
19, 850 
16, 550

円 
97.200 
48.580 
32.340
24.250
19.380 
1&110

円 
94. 650 
47, 280 
31.500 
23, 600 
1& 860 
15. 720

51.550 
34.340 
25, 720 
2〇. 580 
17.040

5〇. 670 
33.750 
25.300
2〇. 210 
16.790

〇盲児施設（黑害者支援施股又はろうあ児施股と併股する增合 ） 

〇ろうあ児施設（WW者支援施設又は盲児施投と併設する埸合） 

（注）本休施設であっても併股施股であっても同絃

（2） ・集掲導員加算分保議単価

（知的肄害児施 Bし第コ・自朗症児施般、i『児施股、ろうあ児施設）
地域区分

定員

ヽ級地 2級地 3級地 (IMK) 4扱地 31除） 5级地 ｛削除） 6級地 （制除） 71ft地 その他

10人まで

11 ~ 20

円
47, 210
23. 520

円
46.160
23.000

円
45.110
22. 480

円
44.550
22, 200

円 
43-860 
21.840

円
43.140
21.510

円
42. 050
2〇・ 980

円

4〇. 940
2〇. 420

30人まで

31 ~ 40
41 ~ 50
51 ~ 60
61 ~ 70
71 ~ 80
81 ~ 90
91 ~ 100

101 ~ 110
11!〜120
121 ~ 130
131 ~ 140
141 ~ 150
151 ~ 160
161 ~ 170
171 ~ 180
181 ~ 190
191人以上

15, 530
12, 480
9.280
8.390
7.410
6.480
5.560
4.620
4.320
3, 990
3, 640
3, 340
3.070
2.940
2. 870
2, 790
2.670
2, 530

15.210 
〔2.200
9.090 
& 210 
7.250
6. 340
5.440
4.520
4.230
3, 900
3, 560
3.270
3.000
2.颐
2, 810
2. 730
ZJ2〇,
2, 460

14.890
11,940 
& 890 
8.030 
7,100 
6.210
5, 330
4. 420
4,130
3.810
3. 490
3.210
2, 930
2,820
2. 740
2. 650
2. 560
2. 430

14, 750
11.820
8, 790
7,960
7,030
6.160
5. 270
4, 360
4.050
3.800
3, 490
3,180
2. 920
2.800
2, 710
2.620
2, 530
2.410

14, 490
11.620
8, 650
7, 820
6.920
6, 050
5,160
4, 300
3.980
3,720
3,430
3,130
2. 870
2,760
2. 660
2.570
2. 480
2. 380

14, 220
11,420
8,520
7.690
6. 820
5. 950 
5,060 
4,230 
3,940
3, 630
3, 360
3.090
2,810
2,720
2. 600
2, 520
2,440
2. 340

13. 920
11.150
8, 320
7, 500
6. 660
5, 800
4, 980
4,150
3.860
3, 570
3,280
3.000
2. 760
2. 650
2.560
2. 470
2,390
2,270

13.580
10, 860
8,110
7.310
6.510
5. 680
4. 880
4, 030
3. 750
3, 460
3.190
2. 960
2, 660
2. 580
2.490
2, 390
2. 340
2.230

（注）「10人」及び「120人」の単価は、知的障害児施設と障害者支援施設を併設する!!合に逋用すること。



（1）-2小規模施設加算分保護単価

（肓児施股、ろうあ児施設）一

地域区分

定員

1級地 2級地 3級地 4他地 5級地 6級地 716地 8級地 9級地 1〇怨地 1れ地 その他

5人
円

108.330
円

106.180
円

104.620
a

103.970
円

103.320
巴

102.460
円

101.580
巴

100. 720
円

99. 880
円

99.010
円

97, 320
円 

94 770
6〜!0 54.12Q 53.050 52. 270 51.940 51.610 51.180 5〇. 740 50.310 49.890 49. 460 4& 640 47. 340
1!〜!5 36.040 35, 320 34, 800 34, 590 34, 380 34.090 33.800 33.510 33.240 32. 950 32. 380 31.540
16 ~ 20 27.010 26.490 2& 090 25.920 25.750 25.550 25, 340 25,110 24. 890 24, 680 24. 280 23. 630
21 ~ 25 21.620 21.180 2〇. 860 2〇. 730 2〇. 610 2〇. 420 2〇. 240 2〇. 070 19.880 19.710 [9, 400 18.880
26 〜30 17.920 17.560 17. 300 17.170 17.060 16. 930 16.820 16. 660 16.580 16.410 16.130 巧.740

〇盲児施設（障害者支援施設又はろうあ児施設と併設する埸合） 

〇ろうあ児施設（障書者支援施股又は盲児施股と併設する埸合） 

（注）本体施設であっても併設施設であっても同額

（2）ヨ秦指導員加算分保

（知的障窖児施股、第二;•自朗症児施般、1『児施股.ろうあ児施ぬ

地域区分

定員

1扱地 2級地 3級地 4級地 5檢地 6級地 ?级地 8級地 91ft地 1 い1ft地 その他

10人まで
11 ~ 20

円 
4& 680 
23.290

円
45, 770
22.820

円
45,110
22,480

a
44, 830
22. 340

円

44. 550
22.200

H
44.200
22.030

円 
43.850 
21.840

a
43. 480
21.680

円

43,140
21,510

a
42.760
21.340

円
42,050
2〇・ 970

円

4〇. 920
2〇・ 410

30人まで 

31〜40
4!〜50
51 ~ 60
61 ~ 70
71〜80
81〜90
91〜100 

101 ~ 110
111 ~ 120
121 ~ 130
131 ~ 140
14!〜150
151 ~ 160
161 ~ 170
171 ~ 180
181 ~ 190
191人以上

15.390
12.330

9, 200
8, 270
7, 320

5.510
4, 580
4.270
3, 900
3, 600
3.290
3.030
2, 920
2.830
2, 740
2, 640
2.500

15.110 
12.100
9.030
8.130
7.200
6, 290
5.400
4.490
4.180
3, 850
3.530
3, 250
2. 970
2.860
2. 780
2, 680
2, 590
2.450

14, 880
11.940
8.890
& 030
7,100
6,210
5,330
4, 420
4,130
3,810
3. 490
3, 210
2, 930
2. 820
2, 740
2.650
2. 560
2, 430

14, 810
11.870

8. 840
7, 990
7.050
6.180
5. 300
4. 390
4.090
3. 800
3. 490
3.200
2. 920
2.810
2. 720
2. 630
2. 540
2.42Q

14. 750
11.810
& 790
7, 960
7.030
6,160
5.270
4, 360
4.050
3, 800
3.490
3,180
2. 920
2. 800
2,710
2.620
2. 530
2,410

14.610
11.720
8.710
7.890
6, 980
6.100
5.210
4. 330
4.020
3, 740
3.460
3.170
2, 900
2.780
2. 680
2, 590

2.390

14, 480
11.620
8, 650
7, 820
6, 910
6.050
5,160
4, 300
3.980
3. 720
3, 430
3,130
2, 870
2, 760
2. 660
2,570
2,480
2.370

14. 370
11.520
8.590
7.750
6. 860
6.000
5.130
4. 270
3.970
3. 690
3. 420
3.110
2. 840
2, 740
2. 650
2. 540
2.460
2.360

14, 220 
11,420
& 520 
LiSU 
6.820
5. 950
5, 060
4. 230
3, 940
3,630
3,360
3.090
2,810
2, 720
2.590
2. 520
2. 440
2.340

14.130
11.320
8.460
7. 620
6, 770
5, 890
5, 030
4.200
3. 900
3. 610
3, 340
3.060
2, 780
2. 680
2, 580
2, 500
2.420
2.310

13.920
11.140
& 320
7,500
6.660
5. 800
4. 980
4,150
3,860
3. 570
3,280
3.000
2, 760
2. 650
2, 560
2. 470
2, 390
2,270

13. 580
10. 860 
8.110 
7.310 
6.510
5, 680
4, 880
4. 030
3.750
3.460
3.190
2. 960
2. 660
2,580
2,490
2. 390
2, 340
2, 230

（注）「1〇人」及びn1-2〇人」の単価は、知的障害児施股と障寒者支援施般を併投する坍合に通用すること。



C2） -2 加算分保護単価

（育児检越、ろうあ児施股）

地域乞分

定員

its地 2級地 3級地 （削除） 4録地 （削除） Sftifc （削誌）「 6级地 （削喩） 7銀地 その他

5人
6-10

11 ~ 15
16 ~ 20
21 ~ 25
26 ~ 30

円

94.510
47.210
31.430 
23, 520 
佩800 
15.530

円

92.420
46.160
30. 730 
23.000
18.380
15.210

円 

90, 320 
45,110 
30,030 
22.480 
17. 970 
〔4, 890

円 
89.230 
44. 550 
29.680 
22. 200
17.750
14.750

円
87.800
43.860
29.170
21.840
17.470
14.490

円 
86, 340 
43,140 
28, 690 
21,510 
[7.200 
14. 220

円 
84.190 
42.050 
27.990 
2〇. 980 
16.780 
13,920

円 
81.960 
4〇. 940 
27.250 
2〇. 420
16. 320
13. 580

〇盲児備股（障害耆支援縄股丈はろうあ児施設と併設する埸合） 

〇ろうあ児箱般（障害耆支援施設又は盲児篇股と併設する堆合） 

（注）本体施設であっても併KKKであっても同額

〇）盲児施股、ろうあ児施股の幼児加算分保»*fE

地壊医分

定員
1級地 2繰地 3級地 （削除） 4级地 （削除） 51ft地 （削除） 6級地 （削除） 7级地 その他

!人につき

H
24.770

円

24.240
H

23. 730
円

23.460
円

23, 090
円

22.710
円

22. 200
円

21,680

（4）知的障害児通!■施設の幼呢加算分保護単fli

地以区分

定員
1级地 2繚地 3級地 （削除） 4级地 （创矗） 5怨地 （割除） 61ft地 （削除） 7建地 その他

!人につき

円
53. 550

円

52, 420
円

51.310
円 

5〇. 730
円

49,940
円

49.150
円

47. 980
円

46. 810

（5）盲児KK.ろうあ児施般の指導■特别加算分ftKMfli 
（略）



（2）-2黛案指導員加算分保at単価

（盲児施股、ろうあ児施股）

地域区分

定員

1級地 2級地 3扱地 4怨地 61ft地 7级地 8扱地 91ff地 1〇級地 111ft 地 その他

5人
円

93.420
円

91.620
円

90.310
巴

89. 760
円

89.210
巴

8& 490
円

87, 780
巴

87.050
円

86. 330
fl

85, 600
円

84.180
R

81.930
6-10 46.680 45.770 45.110 44.830 44.550 44.200 43.850 43.480 43,140 42, 760 42.050 4〇. 920

11 ~ 15 31.050 3〇. 480 30,030 29.860 29.680 29.430 29.170 28. 930 28. 690 28.450 27. 980 27.240
16 ~ 20 23.290 22.820 22.480 22.34Q 22. 200 22.030 21.840 21.680 21.510 21.340 2〇. 970 20.410
21 ~ 25 佩600 [8.250 17,970 17. 870 17. 750 17.610 17, 470 17. 330 17.190 17.060 16, 770 16.320
26 ~ 30 15, 390 15.110 14.880 14, 810 14. 750 14.610 14. 480 14.37〇 14.220 14.130 13. 920 13.580

〇肓児施設（障書者支援施設又はろうあ児施股と併設する増合） 

〇ろうあ児施股（障害者支援施設又は盲児施般と併股する増含） 

（注）本体施設であっても併設施股であっても同額

〇）盲児施股、ろうあ児施設の幼児加鼻分保a!単価

拋域区分

定員

［級地 2級地 3級地 41ft地 51ft地 61ft地 7級地 8級地 9怨地 1 01ft 地 11 ift 地 その他

!人につき

丹
24, 560

円 

24.09。

円

23.730
fl

23. 600
円

23,460
fl

23, 270
円

23. 090
fl

22, 910
円

22.710
fl

22.540
円

22,200
円

21,680

（4）知的障害児通n施設の幼児加鼻分保at単価

地域區分

定鼻

lift地 20地 3級地 41ft地 5級地 6色地 71ft地 9級地 1〇怨地 ?11ft 地 その他

1人につき

円
53.020

丹
52.030

円
51.290

fl
51.010

円
50.720

巴
5〇. 330

円

49. 940
fl

49. 550
円

49.140
fl

48. 750
円

47. 980
円

46.800

〇）育児施股、ろうあ児施設の指導員特別加算分保at単価

定・ 月額

5人
6 ~ 10
11 ~ 15
16 ~ 20
21 ~ 25
26 〜30
31 ~ 35

円

37. 530
1& 760
12,510
9.380
7.500
6. 250
5, 350



（6）心理担当・員配・加/分保SUMfl （6）心理担当・員配・加算分保議単価

（フ）配・加算分保

地城值分

定*
1級地 2級地 3級地 （剛除） 4怨地 （詡除） 51ft地 （削除）| 6級地 （削除） 716地 その他

10人まで
円

36.690
円

35.300
円

34.500
R

33.970
円

33.430
円

32.900
円

32.100
円

31.300
11-20 18, 340 17. 650 17. 250 16, 980 16,710 〔6, 450 [6.050 15.650
21 ~ 30 12. 230 11.760 门.500 11.320 11.140 10. 960 10.700 10. 430
31 ~ 40 9.170 & 820 & 620 8,490 & 350 8. 220 8.020 7.820
41 ~ 50 7, 330 7.060 6, 900 6, 790 6, 680 6.580 6.420 6.260
51〜60 & 110 5.880 5. 750 5.660 5,570 5. 480 5. 350 5.210
61 ~ 70 5.240 5.040 4. 920 4, 850 4. 770 4, 700 4.580 4. 470
71 ~ 80 4- 580 4. 410 4,310 4, 240 4.180 4.110 4,010 3.910
81 ~ 90 4, 070 3.920 3.830 3.770 3.710 3. 650 3,560 3, 470
91 ~ 100 3.660 3, 530 3.450 3,390 3.340 3. 290 3.210 3.130

101 ~ 110 3.330 3.200 3.130 3,080 3.040 2, 990 2.910 2, 840
11!〜!20 3.050 2.940 2.870 2. 830 2. 780 2. 740 2.670 2. 600
121 ~ 130 2.820 2.710 2.650 2, 610 2. 570 2, 530 2.470 2,400
131 ~ 140 2, 620 2.520 2. 460 2.420 2.380 2.350 2.290 2. 230
141 ~ 150 2.440 2.350 2. 300 2.260 2. 220 2,190 2.140 2. 080
15!〜160 2.290 2.200 2.150 2.120 2. 090 2. 050 2,000 1.950
161 ~ 170 2.150 2- 070 2. 030 1,990 1.960 1.930 1,880 1,840
171 ~ 180 2.030 1.960 1.910 1.880 1.850 1,820 1.780 1.730
181 ~ 190 1.930 1.850 1,810 1.780 1.760 1,730 1.690 1.640
191人以上 1.830 klfiQ 1.720 1.690 1.670 1.640 1.600 1.560

地域値分

定員
5地 2級地 3級地 SH矗） 4俎地 一（削唆） 51ft地 （削除） 61ft地 （削除） 7繼地 その他

10人まで
円

47.190
円

45.200
円

44, 050
円

43.280
円

42.510
円

41.750
円

40, 600
円

39. 450
11-20 23.590 22.600 22, 020 21,640 21,260 2〇. 870 20, 300 19, 720
21 ~ 30 15. 730 〔5. 060 14. 680 〔4.420 14.170 13, 910 13. 530 13.150
31 ~ 40 11.790 11.300 11.010 10, 820 10. 630 430 10.150 9,860
4!〜50 9.430 9.040 8.810 8, 650 & 500 & 350 8.120 7.890
51 ~ 60 7.860 7, 530 7,340 7. 210 7.080 6. 950 6,760 6,570
61 ~ 70 6. 740 6.450 6, 290 6.180 6, 070 5, 960 5,800 5. 630
71 ~ &〇 5.900 5.650 5.500 5.410 5.310 5.210 5.070 4. 930
81-90 5.240 5.020 4.890 4. 810 4. 720 4. 630 4.510 4,380
91〜100 4, 720 £522 4,400 4. 320 4,250 4.170 4. 060 3.940

101 ~ 110 4.290 4.100 4,000 3. 930 3. 860 3, 790 3, 690 3. 580
111 ~ 120 3.930 3, 760 3. 670 3. 600 3. 540 3. 470 3. 380 3. 280
121 ~ 130 3, 630 3. 470 3. 380 3. 330 3.270 3. 210 3,120 3.030
131 ~ 140 3.370 3.220 3.140 3, 090 3.030 2. 980 2.900 2.810
141 ~ 150 3.140 3.010 2, 930 2. 880 2,830 2. 780 2. 700 2.630
151 ~ 160 2.950 2. 820 2. 750 2. 700 2,650 2.610 2.530 2,460
161〜!70 2.770 2. 650 2,590 2. 540 2. 500 2.450 2, 380 2. 320
171 ~ 180 2.620 2.510 2.440 2.400 2, 360 2, 320 2. 250 2.190
181 ~ 190 2.480 2.370 2. 310 2,270 2. 230 2,190 2.130 2.070
191人以上 2.360 2.260 2. 200 2.160 2,120 2. 080 2.030 1,970

地域区分

定員
11ft地 2接地 3 0地 4级地 51ft地 6级地 716地 818地 918地 1 01f& 地111ft 地 その他

10人まで

円
35.820

円 
35.020

円
34.490

H
34.220

円
33.960

a
33.690

円
33. 420

H
33.16D

円
32.890

a
32.62D

円
32.090

円
31.290

11 ~ 20 17, 910 17.510 17.24¢ 17.110 16,980 16, 840 16, 710 他580 16.440 16.310 佩040 [5.640
21 ~ 30 11.940 11.670 11.490 訂.400 11.320 11.23Q 11.140 11.050 10. 960 10.870 [〇・ 690 10, 430
31 ~ 40 8. 950 8, 750 & 620 8, 550 8,490 8.420 8,350 8.290 & 220 8.150 & 020 7. 820
41 ~ 50 7.160 7.000 6.890 6.840 6. 790 6. 730 6.680 6, 630 6.570 6. 520 6, 410 6, 250
51 ~ 60 5, 970 5.830 5.740 5, 700 5.660 5.61Q 5. 570 5, 520 5. 480 5.430 5. 340 5.210
61 ~ 70 5.110 5.000 4. 920 4. 890 4, 850 4, 810 4, 770 4, 730 4. 690 4.660 4. 580 4. 470
71 ~ 80 4.470 4.370 4.310 4.270 4. 240 4.210 4.170 4.140 4.110 4.070 4.010 .3.910
81 ~ 90 3.980 3.890 3.830 3, 800 3. 770 3, 740 3.710 3. 680 3. 650 3.620 3. 560 3,470
91 ~ 100 3. 580 3.500 3.440 3.420 3,390 3. 360 3. 340 3.310 3. 290 3.260 3,210 3.130

101 ~ 110 3.250 3.180 3.130 3.110 3,080 3.060 3.030 3.010 2. 990 2. 960 2,910 2. 840
111 ~ 120 2. 980 2-910 2, 870 2.850 2,830 2.800 2, 780 2. 760 2. 740 2.710 2. 670 2. 600
121 ~ 130 2, 750 2, 690 2.650 2.630 2.610 2. 590 2, 570 2, 550 2,530 2, 510 2, 460 2, 400
131 ~ 140 2.550 2. 500 2.460 2, 440 2.420 2.400 2. 380 2, 360 2. 350 2.330 2,290 2, 230
141 ~ 150 2.380 2.330 2.300 2, 280 2. 260 2, 240 2. 220 2.210 2.190 2.170 2.140 2,080
151 ~ 160 2.230 2.180 2,150 2.130 2.120 2.100 2.080 2.070 2. 050 2.030 2,000 1.950
161 ~ 170 2.100 2.060 2.020 2.010 1.990 1.980 1.960 1.950 1.930 1.910 1,880 1,840
171 -180 1.990 1.940 1,910 1.900 1.880 1.870 1,850 1.840 1,820 1.810 1.780 1.730
181 ~ 190 1.880 1.840 1.810 1.800 1.780 1.770 1.750 1.740 1.730 1.710 1.680 1.640
191人以上 1.790 1.750 1.720 1.710 1.690 1.680 1,670 1.650 1,640 1.630 1.600 1.560

（7） ・護篩配・加算分保!!単《E

地域区分

定・
1級地 2級地 3怨地 4級地 51ft地 61ft地 71ft地 81ft地 91ft地 1〇卷地1lift地 その他

10人まで

円
45, 970

円
44.820

円

44. 060
巴

43-670
円

43.290
H

42.910
円

42.520
巴

42.140
円

41.750
fl

41370
円

40, 600
円

39. 450
11 ~ 20 22, 980 22.410 22. 030 21.830 21,640 2L.45.Q 21,260 21.070 20 880 2〇. 680 20. 300 19. 720
21 ~ 30 15.320 14.940 14. 680 14.550 ]4. 430 14.300 14.170 [4.040 13. 920 13. 790 13, 530 13.150
31 ~ 40 11.490 〔1.200 11.010 10, 910 10,820 10.720 10. 630 10. 530 [〇. 440 [〇. 340 10,150 9, 860
41 ~ 50 9.190 8. 960 8,810 8. 730 8. 650 8.580 8.500 & 420 & 350 8. 270 & 120 7. 890
51 ~ 60 7.660 7.470 7, 340 7, 280 7,210 7.150 7. 080 7.020 6, 960 6.890 6. 760 6. 570
61 ~ 70 6.560 6.400 6, 290 6.240 6.180 022 6, 070 &020 5, 960 5.910 5,800 5. 630
71 ~ 80 5.740 5. 600 5, 500 5.460 5, 410 5.360 5,310 5.260 5.170 5,070 4, 930
81 ~ 90 5.100 4, 980 4.890 4.850 4.810 4, 760 4. 720 4.680 4- 640 4.590 4.510 4. 380
91 ~ 100 4, 590 4.480 4. 400 4.360 4.320 4- 290 4. 250 4, 210 4.170 4.130 4, 060 3. 940

101 ~ 110 4.180 4.070 4. 000 3.970 3. 930 3.900 3. 860 3. 830 3, 790 3, 760 3. 690 3. 580
111 ~ 120 3.830 3.730 3, 670 3, 640 3,600 3.570 3. 540 3.510 3.480 3.440 3. 380 3. 280
121 ~ 130 3, 530 3, 440 3. 380 3, 360 3. 330 3. 300 3. 270 3.240 3,210 3.180 3,120 3, 030
131 ~ 140 3.280 3.200 3.140 3.120 3, 090 3.060 3. 030 3.010 2. 980 2.950 2. 900 2.810
141 ~ 150 3. 060 2. 980 2, 930 2.910 2, 880 2.860 2.830 2.810 2. 780 2.750 2. 700 2. 630
151 ~ 160 2.870 2.800 2. 750 2, 730 2, 700 2. 680 2. 650 2, 630 2. 610 2, 580 2, 530 2. 460
161 ~ 170 2. 700 2.630 2. 590 2.560 2, 540 2.520 2. 500 2. 470 2. 450 2, 430 2, 380 2,320
171 ~ 180 2.550 2.490 2, 440 2. 420 2.400 2. 380 2,360 2.340 2.320 2.290 2,250 2.190
181 ~ 190 2.420 2- 350 2.310 2.290 2.270 2.250 2.230 2.21Q 2,190 2.170 2.130 2.070
191人以上 2.290 2. 240 2. 200 2.180 2.160 2.140 2.120 2.100 2,080 2.060 2,030 1.970



別表6

(略)

別表6 •
障害児施設の職種別職員定数表

— 2
0

〇
—

(1) 知的障害児施設

職種別 職 員 の 定 数

施設長 1人。

児童指導員 通じて定員4. 3人につき1人。

保育士 ただし、定員30人以下の施設については、この定数のほか1人を 

加算する。

介助員 1人。

職業指導員 職業補導設備を有する施設にあっては、別に定めるところにより 

必要な人員を加算する。

栄養士 1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。

事務員 定員150人未満の場合は1人。 

定員150人以上の場合は2人。

調理員等 定員90人未満の場合は4人。

以下同様に30人ごとに1人を加算する。

嘱託医 2人。

(1)-2 第二種自閉症児施設

職種別 職 員 の 定 数

施設長 1人。

児童指導員 通じて定員4. 3人につき1人。

保育士 ただし、定員30人以下の施設については、この定数のほか1人を 

加算する。

介助員 1人。

看護師 通じて定員20人につき1人。

職業指導員 職業補導設備を有する施設にあっては、別に定めるところにより 

必要な人員を加算する。

栄養士 1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。

事務員 1人。

調理員等 定員90人未満の場合は4人。 

以下同様に30人ごとに1人を加算する。

医 師 医師1人。瞩託医2人。





(2) 知的障害児通園施設

職種別 職 員 の 定 数

施設長 !人。

ただし、定員30人未満の場合は児童指導員の兼務とする。

児童指導員 

保育士

通じて定員7. 5人につき1人。

栄養士 1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。

事務員 1人。

調 

理 

員 

等

運転手 1人。

調理員等 2人。

嘱託医 !人。

(3) 盲児施設

職種別 職 員 の 定 数

施設長 1人。

児童指導員 

保育 士

通じて定員5人につき1人。

ただし、定員35人以下の施設については、この定数のほか1人を 

加算する。

介助員 !人。

職業指導員 職業補導設備を有する施設にあっては、別に定めるところにより 

必要な人員を加算する。

栄養士 1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。

事務員 定員150人未満の場合は1人。 

定員150人以上の場合は2人。

調理員等 定員90人未満の場合は4人。

以下同様に30人ごとに1人を加算する。

嘱託医 2人。

(4) ろうあ児施設

職種別 職 員，の 定 数

施設長 1人。

ただし、定員30人未満の場合は児童指導員の兼務とする。

児童指導員 通じて定員5人につき1人。



保育士 ただし、定員35人以下の施設については、この定数のほか1人を 

加算する。

介助員 1人。

職業指導員 職業補導設備を有する施設にあっては、別に定めるところにより 

必要な人員を加算する。

栄養士 1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。

事務員 定員150人未満の場合は1人。 

定員150人以上の場合は2人。

調理員等 定員90人未満の場合は4人。

以下同様に30人ごとに1人を加算する。

嘱託医 1人。

(4)—2 難聴幼児通園施設

職種別 職 員 の 定 数

施設長 1人。

児童指導員 

保育士 

聴能訓練担当職M 

言語訓練担当職R

通じて定員4人につき1人。

ただし、聴能訓練担当職員、言語訓練担当職員は、それぞれ2人 

以上置くものとする。

栄養士 1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。

事務員 1人。

調理員等 3人。

嘱託医 1人。

(5) 肢体不自由児療護施設

職種別 職 員 の 定 数

施設長 1人。

ただし、定員30人未満の場合は児童指導員の兼務とする。

児童指導員 

保育士

通じて定員3. 5人につき1人。

介助員 1人。

看護師 定員50人につき3人。

栄養士 1人。ただし、定員41人以上の場合に限る。

事務員 1人。

調理員等 4人。



別表7

（略）



[嘱託医 I1人。

別表7
知的障害児施設を本体施設とし障害者支援施設（障害者自立支援法施行後において 

な従前の例により運営されている知的障害者更生施設を含•む。以下この別表7におい 

てじ。）を併設する場合の職種別定数表 

職種別

職 員 の 定 数

本体施設 併設施設

知的障害児施設 障害者支援施設

施設長 1人。

児童指導員 

保育士

通じて定員4. 3人につき1人。

ただし、定員3 0人以下の施設につ 

いては、この定数のほか1人を加算 

する。

介助員 1人。

職業指導員

職業補導設備を有する施設にあって 

は、別に定めるところにより必要な 

人員を加算する。

栄養士

1人。

ただし、定員41人以上の場合に限

る〇

事務員 定員15 0人未満の場合は1人。 

定員15 〇人以上の場合は2人。

調理員等

定員9 0人未満の場合は4人。 

以下同様に3 0人ごとに1人を加算 

する。

嘱託医 2人。

盲児施設を本体施設としろうあ児施設又は障害者施設施設を併設する場合の職種別職 

定数表

職種別

職 員 の 定 数

本体施設 併 設 施 設

盲児施設 ろうあ児施設 障害者支援施設

施設長 1人。 本体施設の職員と





兼務とする。

児童指導員 

保育士

通じて定員5人につき 

1人。

ただし、定員35人以下 

の施設については、こ 

の定数のほか1人を加 

算する。

通じて定員5人に 

つき1人。

この定数のほか1 
人を加算する。

介助員 1人。 本体施設の職員と 

兼務とする。

職業指導員 職業補導設備を有する 

施設にあっては、別に 

定めるところにより必 

要な人員を加算する。

本体施設の職員と 

兼務とする。

栄養士 1人。

ただし、定員41人以上 

の場合に限る。

本体施設の職員と 

兼務とする。

事務員 定員150人未満の場合は 

1人。

定員150人以上の場合は

2人。

本体施設の職員と 

兼務とする。

調理員等 定員90人未満の場合は 

4人。

以下同様に30人ごとに 

1人を加算する。

本体施設の職員と 

兼務とする。

嘱託医 2人。 本体施設の職員と 

兼務とする。

ろうあ児施設を本体施設とし盲児施設又は障害者支援施設を併設する場合の職種別職 

定数表

職種別

職 員 の 定 数

本体施設 併 設 施 設

ろうあ児施設 盲児施設 障害者支援施設

施設長 !人。 本体施設の職員と 

兼務とする。

通じて定員5人につき 通じて定員5人に





児童指導員 

保育士

1人。

ただし、定員35人以下 

の施設については、こ 

の定数のほか1人を加 

算する。

つき1人。

この定数のほか1 
人を加算する。

介助員 1人。 本体施設の職員と 

兼務とする。

職業指導員 職業補導設備を有する 

施設にあっては、別に 

定めるところにより必 

要な人員を加算する。

本体施設の職員と 

兼務とする。

栄養士 1人。

ただし、定員41人以上 

の場合に限る。

本体施設の職員と 

兼務とする。

事務員 定員150人未満の場合は 

!人。

定員150人以上の場合は

2人。

本体施設の職員と 

兼務とする。

調理員等 定員90人未満の場合は 

4人。

以下同様に30人ごとに

1人を加算する。

本体施設の職員と 

兼務とする。

嘱託医 2人。 本体施設の職員と 

兼務とするC

障害者支援施設を力文体施設とし知的障害児施設を併設する場合の職種別職員定数表

職種別

職 員 の 定 数

本体施設 併 設 施 設

障害者支援施設 知的障害児施設

施設長 本体施設の職員と兼務とする。

医 師 本体施設の職員と兼務とする。

児童指導員 

保育士

通じて定員4. 3人につき1人。

この定数のほか1人を加算する。

職業指導員 職業補導設備を有する施設にあっては、別 

に定めるところにより必要な人員を加算す



る〇

栄養士 本体施設の職員と兼務とする。

事務員 本体施設の職員と兼務とする。

調理員等 本体施設の職員と兼務とする。

障害者支援施設を本体施設とし盲児施設又はろうあ児施設を併設する場合の職種別職 

定数表

職種別

職 員 の 定 数

本体施設 併 設 施 設

障害者支援施設 盲児施設 ろうあ児施設

施設長 本体施設の職員と兼 

務とする。

本体施設の職員と兼務 

とする。

児童指導員 

保育士

通じて定員5人にっ 

き1人。

この定数のほか1人 

を加算する。

通じて定員5人につき 

1人。

この定数のほか1人を 

加算する。

職業指導員 職業補導設備を有す 

る施設にあっては、 

別に定めるところに 

より必要な人員を加 

算する。

職業補導設備を有する 

施設にあっては、別に 

定めるところにより必 

要な人員を加算する。

栄養士 本体施設の職員と兼 

務とする。

本体施設の職員と兼務 

とする。

事務員 本体施設の職員と兼 

務とする。

本体施設の職員と兼務 

とする。

調理員等 本体施設の職員と兼 

務とする。

本体施設の職員と兼務 

とする。

医 師 本体施設の職員と兼 

務とする。

本体施設の職員と兼務 

とする。



平成2 2年度在宅心身障害児（者）福祉対策費補助金交付要綱（案）（重症心身障害児（者）通園事業部分抜粋）

（新） （旧）

1〜12

別表

（略） 1〜12

別表

（略）

1区分 2種目 3基準額 4対象経費 !区分 2種目 3基準額 4対象経費

1 重症 A 型 次により算出された年間の合計額 （略） ! 重症 A 型 次により算出された年間の合計額 重症心身障害児（者

心身障害 施設 1事務費 心身障害 施設 1事務費 ）通園事業A型施設を

児（者） （1か所当たり） 児（者） （1か所当たり） 運営するために必要な

通園事業 月額,<052.090 通園事業 月額3.047.530円 報酬、給料、職員手当

2 事業費 2 事業費 等、共済費、賃金、旅

（略） （生活保護世帯） 費、需用費、食糧費、

月額 !6,030円X各月初日の利用者実人員数 役務費、委託料、使用

（一般世帯） 料及び賃借料、備品購

月額 7,130円X各月初日の利用者実人員数 入費

ただし、1月につき15人を限度とする。

B 型 次により算出された年間の合計額 （略） B 型 次により算出された年間の合計額 重症心身障害児（者

施設 1事務費 施設 1事務費 ）通園事業B型施設を

（1か所当たり） （!か所当たり） 運営するために必要な

月額1.3（）二曲）円 月額 !.301.220 lrj 報酬、給料、職員手当

2 事業費 2 事業費 等、共済費、賃金、旅

（略） （生活保護世帯） 費、霊用費、食糧費、

月額 16,030円X各月初日の利用者実人員数 役務費、委託料、使用

（一般世帯） 料及び賃借料、備品購

月額 7,130円X各月初日の利用者実人員数 入費

3 巡回方式加算分 ただし、1月につき5人を限度とする。

（略）

3 巡回方式加算分

（!日当たり）5,830円

ただし、1月につき10日を限度とする。




